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第５回  熊本県議会 海の再生及び環境対策特別委員会会議記録 

 

令和６年２月22日(木曜日) 

            午前９時59分開議 

            午後０時17分閉会 

 

本日の会議に付した事件 

 (1) 有明海・八代海の環境の保全、改善及

び水産資源の回復等による漁業の振興

に関する件について  

(2) 2050年県内ＣＯ₂排出実質ゼロに向け

た取組に関する件について 

(3) 再生可能エネルギー導入促進に関する

件について 

(4) 付託調査事件の閉会中の継続審査につ

いて 

 

出 席 委 員（15人） 

        委 員 長 緒 方 勇 二 

        副委員長 西 山 宗 孝 

                委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 吉 永 和 世 

        委   員 坂 田 孝 志 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 岩 田 智 子 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 吉 田 孝 平 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 荒 川 知 章 

        委  員 亀 田 英 雄 

        委  員 髙 井 千 歳 

欠 席 委 員（１人） 

        委  員 西 村 尚 武 

委員外議員（なし） 

 

説明のため出席した者 

環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

        環境局長 坂 野 定 則 

    環境立県推進課長 吉 澤 和 宏 

環境保全課長 村 岡 俊 彦 

首席審議員兼 

    循環社会推進課長 鈴   和 幸 

消費生活課長 三 角 登志美 

総務部 

      財産経営課長 松 尾 亮 爾 

企画振興部 

    交通政策課審議員 高 松 江三子 

商工労働部 

      総括審議員兼 

      産業振興局長 内 藤 美 恵 

商工政策課 

政策調整審議員 大 村 克 行 

    産業支援課審議員 荒 木 貴 志 

   エネルギー政策課長 岡 山 公 明 

農林水産部 

部 長 千 田 真 寿 

水産局長 渡 辺 裕 倫 

      首席審議員兼 

農業技術課長 髙 野   真 

      首席審議員兼 

畜産課長 鬼 塚 龍 一 

農地・担い手支援課 

        課長補佐 田 川 栄 一 

農地整備課長 永 田   稔 

     むらづくり課長 野 入 正 憲 

森林整備課長 宮 脇   慈 

森林保全課長 大 和 一 浩 

水産振興課長 森 野 晃 司 

漁港漁場整備課長 谷 水 秀 行 

水産研究センター所長 堀 田 英 一 

土木部 

総括審議員兼 

河川港湾局長 村 山 英 俊 

首席審議員兼  

土木技術管理課長 山 内 桂 王 
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下水環境課長 弓 削 真 也 

河川課長 仲 田 裕一郎 

港湾課長 倉 光 宏 一 

建築課長 上 野 美恵子 

教育委員会 

        施設課長 中 島 一 哉 

企業局 

        工務課長 伊 藤 健 二 

警察本部 

        会計課長 平 山 浩 之 

 

事務局職員出席者 

     政務調査課主幹 村 山 智 彦 

     政務調査課主幹 内 布 志保美 

 

  午前９時59分開議 

○緒方勇二委員長 ただいまから第５回海

の再生及び環境対策特別委員会を開催しま

す。 

 なお、本委員会に１名の傍聴の申込みが

あっておりますので、これを認めることと

いたします。 

 本日の特別委員会はインターネット中継

が行われます。 

 委員並びに執行部におかれましては、発

言内容が聞き取りやすいように、マイクに

向かって明瞭に発言いただきますようお願

いいたします。 

 次に、執行部の紹介ですが、お手元の関

係部課職員名簿に代えさせていただきます。 

 それでは、お手元に配付の委員会次第に

従い、付託調査事件を審議させていただき

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 議題については、執行部からの説明を受

け、その後、質疑を行いたいと思います。 

 なお、委員会の運営を効率的に行いたい

と考えておりますので、説明者は着座にて、

説明は簡潔にお願いします。 

 では、資料に沿って説明をお願いします。 

 まずは、有明海・八代海の環境の保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振

興について説明をお願いいたします。 

 

○弓削下水環境課長 下水環境課でござい

ます。 

 資料の２ページをお願いします。 

 提言項目、海域環境への負荷の削減に係

る施策、①生活排水処理施設の整備促進と

適切な維持管理について御説明いたします。 

 まず、１の現状・課題等ですが、令和８

年度末の汚水処理人口普及率を93％に高め

ることを目標に、地域特性に適した生活排

水処理施設の整備を推進しております。 

 また、下水道・集落排水施設への接続や

浄化槽の適切な維持管理等について、市町

村や関係機関と協力し、普及啓発活動に取

り組んでおります。 

 ２の取組の方向性については、人口減少

等の社会情勢の変化を踏まえ、未普及対策、

施設の老朽化などに伴う計画的な改築更新

及び広域化、共同化など効率的な運営管理

に取り組んでまいります。 

 また、普及・啓発活動や下水道・集落排

水施設への接続、浄化槽の適切な維持管理

等に引き続き取り組んでまいります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 ３の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定について、まず、令和５

年度の取組について主なものを説明いたし

ます。 

 ①合併処理浄化槽への転換事業及び市町

村が設置する公共浄化槽事業を実施した39

の市町村に対して補助を行っております。 

 ②普及・啓発活動では、県立図書館、水

俣産業団地祭り及び錦ふるさと祭りなどに

おいてパネル展示を行いました。 

 ③流域下水処理場などの汚水処理施設で

は、施設の管理を最適化するストックマネ

ジメント計画に基づき、改築・更新、耐

震・耐水化対策工事を実施しております。 
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 次に、令和６年度の取組予定でございま

すが、①から④について、引き続き取り組

んでいくことにより、海域環境への負荷の

削減に努めてまいります。 

 下水環境課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課

です。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ②普及啓発活動の展開です。 

１の現状と課題等です。 

 ポイントに下線を引かせていただいてお

ります。県下一斉活動や環境出前講座等の

普及啓発活動を行っております。 

 県下一斉清掃活動につきましては、中段

のグラフのとおり、コロナ禍で市町村数、

参加者数とも減少していましたが、ほぼコ

ロナ前の水準に回復しております。 

 ２の取組の方向性としまして、自発的な

環境保全活動につながるよう、県下一斉清

掃活動の促進や環境出前講座など、普及啓

発等を市町村等と連携して推進してまいり

たいと思っております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 令和５年度の主な取組実績及び令和６年

度の取組予定です。 

 ①の河川や海岸の一斉清掃につきまして

は、令和５年度は、県内各地で清掃活動を

再開し、32市町村で約３万4,800人の参加

をいただきました。令和元年の実績が36市

町村でしたので、コロナ前の水準に回復し

つつあります。令和６年度も、県内各地の

河川や海岸等の清掃活動を実施、海、川を

大切にする心を育ててまいりたいと考えて

おります。 

 ②の環境出前講座ですけれども、令和６

年度は、地元の事例を取り入れるなど、事

業内容をさらに工夫し、充実を図ってまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でござい

ます。 

 ６ページをお願いします。 

 ③適切な排水指導について御説明します。 

 まず、１の現状・課題等でございますが、

工場、事業場からの排水について、法より

厳しい排水基準を条例で定め、水質汚濁の

防止を図っております。 

 また、工場、事業場への計画的な立入検

査による適正な排水指導を行っております。 

 次に、２の取組の方向性でございますが、

海域の環境基準達成に向けて、事業場等へ

の立入検査や指導等により汚濁負荷低減に

努めるとともに、他の沿岸県と協議、情報

を共有しながら、汚濁低減の継続に向けて

調整を図ってまいります。 

 ７ページをお願いします。 

 ３の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定でございますが、①排水

規制対象事業場に対する計画的な立入検査

として、令和５年度は、立入検査と排水の

水質検査を実施し、排水基準を超過した６

事業場に改善指導を行いました。令和６年

度も引き続き、事業場へ立入り等を実施し、

公共用水域へ排出される排水の汚濁低減を

図ります。 

 次に、②海域における水質状況調査の実

施ですが、令和６年度も引き続き、水質測

定計画に基づき、健康項目、生活環境項目、

その他項目について、海域における水質調

査を実施してまいります。 

 環境保全課は以上です。 

 

○髙野農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 ８ページをお願いします。 

 農薬・化学肥料の使用量の削減について

でございます。 

 １の現状・課題でございますが、平成２
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年度から環境保全型農業に取り組み、農薬

と化学肥料の削減を図るくまもとグリーン

農業を推進してまいった結果、平成16年度

の使用量と比較すると、化学肥料は約34％

削減、化学農薬は約42％削減しております。 

 ２の取組の方向性としては、地下水と土

を育む農業推進条例に係る推進計画ととも

に、昨年３月策定しました熊本県みどりの

食料システム基本計画に沿って、生産拡大

と取組のレベル向上を図ってまいります。 

 次のページの３、令和５年度の主な取組

実績と令和６年度の取組予定ですが、①の

グリーン農業の生産拡大と取組の高度化と

しましては、市町村等と連携して、農薬や

化学肥料を削減した取組の拡大を進めます。 

 ②の環境にやさしい農業の普及定着、促

進としましては、害虫を捕食する天敵の利

用や分解の速い被覆肥料などの実証展示圃

場を設置し、技術の普及を図ります。 

 ③のグリーン農業の取組効果の見える化

としましては、県内大学と連携した調査研

究を実施しており、いずれも継続的に取り

組んでまいります。 

 農業技術課は以上でございます。 

 

○鬼塚畜産課長 畜産課でございます。 

 10ページをお願いします。 

 ⑤家畜ふん尿の適正管理の継続でござい

ます。 

 １の現状・課題等として、近年、家畜の

飼養規模拡大が進んでおり、家畜排せつ物

の適正な管理がより重要となっていること

から、家畜排せつ物法に基づき、家畜排せ

つ物の処理状況の把握と各経営体に合わせ

た指導を行っているところでございます。 

 ２の取組の方向性としましては、①家畜

排せつ物の適正管理の継続、②堆肥舎等の

維持管理や適正運用の継続、③施設整備な

ど経営形態に応じた対応を推進しておりま

す。 

 11ページ、令和５年度の主な取組実績及

び令和６年度の取組予定でございますが、

①家畜排せつ物の処理状況の把握、技術指

導及び理解醸成活動の実施につきましては、

家畜排せつ物の適正管理に向けた処理状況

の調査、浄化処理施設の処理水の分析や分

析結果に基づく技術指導を実施するととも

に、11月を畜産環境月間と位置づけ、農家

の巡回指導や農業関連情報誌等を利用した

意識啓発・理解醸成活動を行っております。 

 ②良質な堆肥生産及び耕畜連携に資する

家畜排せつ物処理施設、機械の整備につき

ましては、良質堆肥生産を推進するために、

堆肥化処理施設や堆肥の切り返し機等の整

備を支援しております。令和６年度も引き

続き、市町村や農業団体と連携し、農家へ

の助言指導や意識啓発などを行い、家畜排

せつ物の適正な管理を推進してまいります。 

 12ページをお願いします。 

 ⑥耕畜連携による堆肥の広域流通でござ

います。 

 １の現状・課題等として、４行目、堆肥

の利用を推進するためには、良質堆肥生産

技術の向上や耕種農家と畜産農家のマッチ

ングが重要であります。 

 また、堆肥保管庫等の整備も必要でござ

います。 

 ２の取組の方向性としましては、①耕種

農家との連携や情報交換等の促進、②堆肥

製造技術の向上、③畜産地帯から耕種地帯

への堆肥のさらなる流通及び耕種農家によ

る利用の促進を進めてまいります。 

 13ページ、令和５年度の主な取組実績及

び令和６年度の取組予定でございます。 

 熊本県耕畜連携推進協議会の構成メンバ

ーであります県や農業団体が連携して、②

の堆肥共励会の開催や、③の堆肥利用への

理解醸成活動として、農業フェア等での堆

肥のサンプル配布、堆肥需給マッチングサ

イト、くまもと堆肥ネットの紹介等を実施
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しました。令和６年度も引き続き、堆肥共

励会や堆肥利用への理解醸成活動を実施す

るとともに、良質堆肥の生産や耕畜連携に

資する施設、機械の整備を支援し、堆肥の

広域流通を進めてまいります。 

 畜産課は以上でございます。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セ

ンターでございます。 

 14 ページをお願いいたします。 

 海域環境への負荷の削減のうち、養殖場

から排出される負荷の削減でございます。 

 まず、１の現状・課題等については、養

殖場における給餌や排せつによる環境負荷

の低減が必要なため、①窒素やリンを栄養

塩として吸収するヒトエグサやヒジキなど

海藻類の増養殖技術の開発や、②地元漁協

が策定した漁場改善計画の着実な実施のた

めの指導、支援、③養殖業者に対する適正

な給餌量の指導を行っています。 

 ２の取組の方向性です。引き続き、海藻

類の増養殖技術の開発・普及の研究に取り

組むとともに、漁場改善計画の着実な実施

を漁協に指導してまいります。 

 次のページをお願いします。 

 ３の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定です。 

 ①として、ヒトエグサ養殖の安定生産の

ため、人工採苗の事業化に向け、コスト削

減の試験を行いました。 

 また、試験で生産した257枚の人工網を

４地区６業者に配布したところです。令和

６年度は引き続き、人工採苗の効率化と優

良品種の開発に取り組むこととしておりま

す。 

 また、②、③にお示ししているとおり、

令和５年度は、漁協が自ら策定した漁場改

善計画に基づき、魚類養殖業者が適正な給

餌管理を行うよう指導しました。令和６年

度も引き続き、漁場環境の維持、改善のた

め、指導してまいります。 

 水産研究センターは以上です。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課です。 

 16 ページをお願いします。 

 ⑧森林整備の着実な推進についてです。 

 １の現状・課題等ですが、森林の有する

多面的機能の持続的発揮に向け、植栽、間

伐等の森林整備の推進が必要であり、併せ

て県民参加による森づくり活動を通じた県

民の理解醸成が重要となっています。 

 ２の取組の方向性につきましては、各種

補助事業を活用して、森林所有者等への支

援を強化するとともに、森林ボランティア

や企業等が実施する活動への支援等を推進

することとしています。 

 17 ページをお願いします。 

 ３の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定につきましては、①の森

林所有者等が行う植栽、間伐等への助成に

ついて、令和５年度は、国庫補助の森林環

境保全整備事業や県の水とみどりの森づく

り税、さらには森林環境譲与税を活用し、

植栽を約 1,000 ヘクタール、間伐を約 2,70

0 ヘクタール実施しました。令和６年度は、

再造林対策の強化をはじめとした森林整備

への助成等を引き続き実施してまいります。 

  ②のボランティア・企業等による森づく

り活動への支援等につきましては、令和５

年度は、水とみどりの森づくり税を活用し

た県民の未来につなぐ森づくり事業や漁民

の森づくり事業により、森づくり活動に対

する助成を延べ 36団体に、また、市町村等

の森林公園整備等に対する助成を 17団体に

実施しました。令和６年度も、同様の助成

を引き続き実施してまいります。 

 森林整備課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課

です。 
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 18ページをお願いいたします。 

 (2)抜本的な干潟再生方策の検討、①有

明海です。 

 １の現状と課題等ですけれども、ポイン

トに下線を引かせていただいております。

 干潟では、覆砂等による底質改善に取り

組んでおりますが、抜本的な対策には高度

な知見と膨大な経費が必要であり、国の主

体的な取組を求めております。しかし、国

でもいまだ具体的な再生方策は見いだせて

おらず、令和４年３月に公表された中間取

りまとめにおいても、多くの項目でさらな

る調査研究が必要とされております。 

 ２の取組の方向性でございます。 

 国に対し、１番目の黒丸の泥土除去等の

抜本的な底質改善策や、２番目の黒丸、大

規模な海底耕うん等の実証事業の実施を求

めております。 

 右の表を御覧ください。 

 国の平成28年度委員会報告に示された再

生方策でございます。黄色のマーカーで囲

んでいる部分でございますけれども、読み

上げさせていただきます。 

 底質改善(覆砂、海底耕うん、しゅんせ

つ、作澪等)の実施、河川からの土砂流入

量の把握、適切な土砂管理、ダム堆砂、河

川掘削土砂の海域への還元等の検討等と、

国も整理しております。まさに、これらを

実施するように国に強く求めていく必要が

ございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 令和５年度の主な取組実績及び令和６年

度の取組予定でございます。 

 ①でございますけれども、抜本的な底質

改善対策について、関係部局で連携し国が

主体的に実施するよう要望しております。

 また、干潟の維持には砂供給が重要です

ので、底質と河川からの砂の流入の関係に

ついて、国に調査・研究を着実に進めるよ

う要望しております。 

 ②の上流から干潟への砂供給による底質

改善効果の実証事業を大学、漁協等と連携

して行っています。 

 令和５年度は、大学、漁協、国等と連携

して、底質改善効果が期待できる地点に、

内水面漁協、具体的には緑川漁協ですけれ

ども、の御理解をいただき、国から提供を

受けたダムの砂礫を干潟に面的に設置しま

す。令和６年度の取組では、複数年モニタ

リングをし、その結果等を踏まえ、干潟の

維持に不可欠な砂礫の供給について、国等

との協議を推進していきたいと考えており

ます。 

 20ページをお願いいたします。 

 八代海湾奥部についてです。 

 １の現状と課題等です。 

 八代海湾奥部は、21ページのとおり、不

知火干拓が海域に突出した特殊な地形から

土砂堆積が進行し、地元では水害リスクに

対する懸念があります。そのため、県に対

して、高潮対策、排水機場の機能強化、河

道掘削等の実施を要望され、国に対しては、

将来の土砂堆積影響調査等の実施を要望さ

れています。 

 県としては、防災関係、樋門からの自然

排水、水産振興、土砂堆積メカニズムにつ

いて、12月議会で整理させていただいた課

題と対応を踏まえ、地元市町や国と連携し

て取り組む必要があると考えております。 

 ２の取組の方向性です。 

 防災対策は連携が重要ですので、宇城市

など事業主体とタイムスケジュールを共有

し、水害リスクの軽減に取り組みます。 

 また、12月議会で報告させていただいた

防災関係、樋門からの自然排水、水産振興、

土砂堆積メカニズムなどの課題について、

令和６年１月に環境省、これは九州環境事

務所と本省ともに参りましたけれども、出

向きまして、本委員会でいただいた御意見

も含め説明を行い、環境省に現状と問題の
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大きさ等について改めて確認していただき

ました。 

 また、国土強靱化につきましては、意見

書に含めて提出していただいております。

引き続き、整理させていただいた対応方針

を踏まえ、各部局が主体的に検討しながら、

地元市町と連携してしっかりと取り組んで

まいります。 

 21ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定です。 

 水害リスクの軽減に向け、宇城市と情報

を共有し、取組を進めております。 

 右上の黄色の枠の海岸堤防ですけれども、

高潮対策は完了し、現在、老朽化対策に取

り組んでおります。 

 その下の黒枠の漁港整備、これは市町村

事業になりますが、高潮対策や樋門等の改

修は完了しているということです。 

 次の水色の河川事業ですけれども、引き

続き町なかの河川改修に取り組み、流下能

力向上のための河川掘削にも取り組みます。

20ページの下のほうの写真は、河川掘削の

実績の写真でございます。 

 また、河川改修による流下能力向上に合

わせて、緑色ですけれども、宇城市が市内

にポンプ場を整備、内水対策を行います。 

 今工事中の緑色の②の図面の中の②と緑

色でありますけれども、これは旧不知火役

場の横で、緑色の③が県の河川改修による

拡幅に連携して整備予定と聞いております。 

 また、グレーの枠の排水機場の整備です

けれども、今後、県営事業は機能を増強し、

国営で２基新設される予定と聞いておりま

す。 

 20ページの上の写真はフラッシングで流

路を確保している状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○谷水漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課

でございます。 

 22ページをお願いいたします。 

 アサリ等の水産資源回復等による漁業の

振興の①干潟等の漁場環境改善のための事

業の充実の有明海につきまして、まず、現

状・課題といたしまして、頻発する豪雨災

害などによる水産資源の生息環境の悪化や

食害生物の増加等が挙げられます。 

 干潟域では、覆砂等による底質改善の効

果は見られますが、食害等への取組が必要

となってございます。 

 浅海域でも食害等に対する藻場の保全、

拡充が必要な状況でございます。 

 写真右の上段の表は、アサリ生息密度、

海藻量調査の結果でございます。いずれも

覆砂、造成藻場の効果が確認されておりま

す。 

 ２の取組の方向性についてですが、干潟

域では覆砂等、浅海域では藻場の造成を実

施するとともに、漁業者等による食害生物

の駆除などの取組を支援してまいります。 

 23ページは令和５年度の実績と令和６年

度の取組予定になります。 

 ①の干潟域では、令和５年度は、熊本市

及び宇土市において覆砂を実施いたしまし

た。令和６年度も荒尾市、玉名市及び熊本

市で覆砂を実施する予定でございます。 

 ②の浅海域では、令和５年度は天草市及

び苓北町で海藻繁茂調査に取り組みました。 

 ③は漁業者等の取組への支援でございま

す。 

 令和５年度に続き、令和６年度も漁業者

による干潟や藻場の保全への取組を支援す

る予定でございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 八代海についてでございます。 

 現状・課題として、北部海域での淡水化

や食害生物の増加などにより、有明海と同

様に、水産資源の生息環境が悪化している

ことが挙げられます。 

 写真右の表は、アサリの生息密度調査の
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結果でございます。有明海同様、覆砂の効

果が確認されてございます。 

 ２の取組の方向性につきましても、有明

海と同様、覆砂や藻場造成等の漁場整備、

また、漁業者等による漁場保全の取組を支

援してまいります。 

 25ページは令和５年度の実績と令和６年

度の取組予定でございます。 

 ①の干潟域では、令和５年度に続き、令

和６年度も氷川町、八代市でアサリの生息

密度調査を実施いたします。 

 ②の浅海域では、令和５年度は八代市、

芦北町、津奈木町、水俣市及び天草市で藻

場造成を実施してございます。 

 ③の漁業者等の取組への支援につきまし

ても、有明海と同様、干潟や藻場の保全を

支援してまいります。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でござい

ます。 

 26ページをお願いします。 

 ③栽培漁業及び資源管理型漁業の推進、

有明海です。 

 １の現状・課題等ですが、有明海の主要

な水産資源については、有明海沿岸４県、

国が協調し、漁場環境の改善や増殖技術の

開発、漁獲サイズ等の制限などの資源管理

の取組を推進しております。 

 特にアサリについては、稚貝を保護する

網袋や被覆網の設置などの資源回復の取組

を進めています。こうした取組により、網

袋に多くの稚貝が発生し、保護対策を行っ

た漁場では多くの稚貝が確認されています。 

 また、熊本県産あさりを守り育てる条例

に基づき、アサリ資源の保全、回復に向け

た集中的な取組を推進しております。 

 ２の取組の方向性ですが、引き続きアサ

リをはじめ、水産資源の回復に向けた取組

を進めるとともに、クルマエビ等の共同放

流など栽培漁業を推進することとしており

ます。 

 下のページ、３の令和５年度の取組実績

及び令和６年度の取組予定ですが、①、②

のアサリ等の資源回復については、各漁場

で効果が見られる稚貝の着底促進や保護の

取組など、早期回復に向けた取組を推進し

ております。 

 ③、④の共同放流については、計画的に

マダイ、ヒラメ等の種苗放流を推進すると

ともに、効果的な放流技術の開発に取り組

んでいます。 

 ⑤の新たな資源管理については、持続的

な漁獲につながるよう、水産資源の資源評

価に基づき漁獲量を管理するなど、資源管

理の取組を推進しています。 

 ⑥の熊本県産あさりを守り育てる条例に

基づくアサリ資源回復の取組については、

稚貝の着底促進や保護対策など、各漁場の

特性に応じた保全、育成の取組を集中的に

推進してまいります。 

 28ページをお願いします。 

 ④栽培漁業及び資源管理型漁業の推進、

八代海です。 

 １の現状・課題等についてですが、八代

海では、マダイ、ヒラメ、ガザミなどの計

画的な共同放流による栽培漁業を推進して

います。 

 特に、八代海特産のアシアカエビやキジ

ハタの放流魚種の開発や、エビ類の効果的

な共同放流体制の整備の取組を進めており

ます。 

 また、アサリの資源回復に向け、漁場環

境の改善や母貝団地の造成などの取組を推

進しており、これらの取組の成果もあり、

今年、漁獲対象となる稚貝が多く確認され、

１月から漁獲されております。 

 ２の取組の方向性としては、種苗放流に

よる栽培漁業や資源管理型漁業の一層の推

進を図るとともに、アサリ資源の早期回復
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に向けた取組を進めてまいります。 

 下のページ、３の令和５年度の取組実績

及び令和６年度の取組予定ですが、①、②

の共同放流については、マダイ、ヒラメ、

エビ類などの計画的な種苗放流や放流技術

の開発に取り組んでいます。 

 ③の新たな資源管理については、持続的

な漁獲につながるよう、水産資源の評価に

基づき漁獲量の管理を行うなど、資源管理

の取組を推進しています。 

 ④、⑤のアサリ資源回復の取組について

は、母貝団地の形成のため、被覆網等によ

る稚貝の保護対策などの取組を推進してま

いります。 

 30ページをお願いします。 

 ⑤持続的養殖漁業の推進、有明海です。 

 １の現状・課題等についてですが、ノリ

養殖においては、近年の高水温や病害に対

し、海域環境の変化に対応した養殖スケジ

ュールや酸処理剤の適正使用、高水温に強

い優良品種の開発に取り組んでおります。 

 また、昨年１月の暴風雪により、ノリ網

や養殖支柱などに４億4,000万円の被害が

発生しましたが、全国的なノリ不足等によ

り高値で推移したことから、生産金額は過

去２番目の141億円となっております。 

 今季のノリ養殖の生産状況は、良好な漁

場環境にも恵まれ、おおむね順調に生産さ

れております。２月９日に熊本県漁連で第

５回の入札会が行われましたが、今漁期の

累計で、生産枚数は前年比 189％の５億

2,000万枚、生産金額は前年比231％の128

億円、平均単価は前年比123％の24.6円と

前年を上回っております。 

  ２の取組の方向性ですが、引き続き漁場

環境の変化に対応した養殖スケジュールの

定着のほか、ノリの安定生産に向けた取組

を推進してまいります。 

 下のページ、３の令和５年度の取組実績

及び令和６年度の取組予定ですが、①、②

のノリ養殖スケジュールや養殖管理につい

ては県漁連等と連携し、養殖状況等の調査

を行い、漁場環境や生産状況に応じた養殖

管理の取組を推進するとともに、ノリの酸

処理剤の使用については、漁場の巡回指導

を行い、適正な使用や使用量削減を推進し

ています。 

 ③のノリの優良品種の開発については、

高水温に強い品種の養殖試験を行うなど、

優良品種の作出試験を進めています。 

 ④のマガキの養殖については、天然採苗

試験や生産者への技術指導を行うなど、安

定した養殖生産に向けた取組を進めてまい

ります。 

 32ページをお願いします。 

 ⑥持続的養殖漁業の推進、八代海です。 

 １の現状・課題等についてですが、魚類

養殖については、持続的な養殖業を推進す

るため、漁場環境に配慮した養殖を推進す

るとともに、赤潮被害の防止対策や巡回指

導による疾病対策に取り組んでいます。 

 夏場の赤潮被害の防止対策として、漁業

者や関係機関による赤潮情報ネットワーク

体制を充実し、早期発見や発生抑制対策に

取り組んでいるところですが、昨年６月か

ら発生したカレニアなどの３種類の有害赤

潮により、令和４年に続きカンパチ、シマ

アジ、マダイなどの養殖魚介類に被害が発

生し、被害額は約15億4,000万円となりま

した。 

 また、新たな養殖種類として、ヒトエグ

サやマガキなどの養殖技術の開発や養殖試

験に取り組んでいます。 

  ２の取組の方向性についてですが、漁場

改善計画の着実な実施や赤潮被害の防止対

策に取り組むとともに、新たな養殖技術の

開発の取組を進めてまいります。 

 下のページ、３の令和５年度の取組実績

及び令和６年度の取組予定ですが、①、②

の養殖管理については、漁場改善計画の着
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実な実践による漁場環境の維持、改善の指

導を行うとともに、水産用医薬品の適正使

用など、安全な養殖魚生産に向けた取組を

推進しています。 

 ③の昨年の赤潮被害に対しては、中間魚

の導入や養殖漁場の環境改善など、養殖業

者の早期事業再開に向けた取組を支援して

います。 

 また、赤潮に強い持続可能な養殖生産体

制の構築に向け、赤潮情報ネットワーク体

制を充実し、早期発見、早期対応による被

害の発生抑制に努めるとともに、国や大学

等と連携し、赤潮の発生抑制や被害低減の

技術開発の取組を進めています。 

 ④のマガキや藻類養殖については、マガ

キの天然採苗の技術開発等に取り組むとと

もに、安定生産に向けた生産者への養殖技

術の指導に取り組んでまいります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○堀田水産研究センター所長 水産研究セ

ンターでございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 再生に向けた調査・研究の充実について

です。 

 まず、１の現状・課題等については、①

定期的な海況観測やノリ養殖漁場の栄養塩

調査、アサリやハマグリの生息状況調査等

とともに、②天草市や養殖組合、養殖漁業

者によるグループ監視等と連携し、赤潮の

早期発見と迅速な情報発信により、養殖業

者等の赤潮対策に対する支援を行いました。

③では、国や大学、関係県等と共同研究、

研究成果等の情報交換、関係機関のデータ

ベース構築への参加など、効果的、効率的

な調査・研究に取り組んでまいりました。 

 ２の取組の方向性ですが、引き続き、国

や大学等の研究機関と役割分担や情報共有

を図り、連携して有明海、八代海の再生に

向け、海況調査や赤潮被害軽減のための対

策の支援、重要二枚貝やノリ養殖等の調

査・研究に取り組んでまいります。 

 次のページをお願いします。 

 ３の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定についてです。 

 まず、①アサリ、ハマグリ等の重要二枚

貝の分布状況に加え、国や有明沿岸３県と

協調した浮遊幼生の発生状況等を把握し、

資源管理に資するよう取り組んでまいりま

した。 

 また、②赤潮被害軽減のため、従来の調

査に加え、養殖業者の調査体制構築も図り

ながら、速やかな漁業関係者への情報発信

や餌止め等対策を周知してまいりました。 

 さらに、③で大学等と共同で、八代海の

タチウオやカタクチイワシの移動生態の把

握のため、頭部の耳石の元素分析を行うほ

か、環境変化に対応したノリ養殖品種の選

抜試験を行いました。令和６年度は、赤潮

と競合する珪藻プランクトンを活用した抑

制技術の開発にも取り組んでまいります。 

 水研センターは以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課

でございます。 

 資料の36ページをお願いいたします。 

 調査・研究の充実、参考とさせていただ

いております。 

 栄養塩の関係につきまして、特別委員会

で御意見をいただきましたので、兵庫県の

取組について、水産振興課、水産研究セン

ター、下水環境課、環境保全課など関係課

とともに、兵庫県の栄養塩の供給拠点であ

ります、加古川下流浄化センターを視察し

ましたので、兵庫県の取組を御報告させて

いただきたいと思います。 

 まず、兵庫県内の、瀬戸内海ですけれど

も、全窒素濃度及び全リン濃度は高度経済

成長期から大幅に改善し、全ての水域にお

いて100％環境基準を達成しておるという
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ことです。 

 また、窒素、リンの供給量は大幅に削減

され、左下のグラフのとおり、瀬戸内海の

赤潮発生件数も減少しております。 

 一方で、兵庫県では、３番目の丸のとこ

ろですけれども、1990年代後半から養殖ノ

リの色落ちが顕著化するとともに、右側に

写真を載せておりますイカナゴ等の漁獲量

が減少しております。 

 右下のグラフでは、兵庫県における漁獲

量と窒素の関係で、緑色の棒グラフが窒素

の供給量、赤色の折れ線グラフが漁獲量を

示しております。枠で、播磨灘でＴＮがと

いうのは、窒素が0.3ミリリットル下回る、

播磨灘で窒素が0.2を下回る、本県全体で

窒素が0.3を下回るとフラグがつけてあり

ますけれども、このように、窒素供給量の

減少に合わせるように漁獲量も減少してお

るということでした。 

 このようなバックデータから、瀬戸内海

環境保全特別措置法が２回にわたって改正

され、瀬戸内海を豊かな海にという理念と

関係府県知事が栄養塩類を管理できる制度、

栄養塩管理制度が創設されました。 

 37ページをお願いいたします。 

 兵庫県では、2000年頃の豊かできれいな

海を目指し、県で定めた栄養塩管理計画に

基づき、季別運転等の取組を行うとともに、

今後、水質の目標値の達成状況について、

評価・検証を行うとされております。 

 中ほどの図を御覧ください。 

 青い色が濃いほうが窒素濃度が低く、白

からオレンジ色になるほど窒素濃度が高い

ということを示しております。 

 左側の1999年の兵庫県の海域は、ほとん

どの海域で、窒素の環境基準を達成しつつ、

海域の豊かな生態系を維持するために最低

限必要な窒素濃度と県で整理された0.2ミ

リリットルを超える白色の海が広がってお

りました。それが2019年には窒素濃度0.2

を下回る青色の海が広がっております。こ

のため、図の右側ですけれども、兵庫県は

令和４年10月に瀬戸内海で初となる兵庫県

栄養塩管理計画を策定し、窒素濃度0.2を

下回る海域を対象に、栄養塩類の供給量の

増加を目指すことを示しております。矢印

の下ですけれども、兵庫県の豊かな海に向

けた取組として、下水処理場の季別運転や

漁船による海底耕うんなどが実施されてい

ます。 

 今後は、兵庫県の取組から学びながら、

本県でも、関係部局において課題等を整理

し、栄養塩と水産資源の関連性等について

検討を進めていただきます。 

 環境立県推進課は以上です。 

 

○谷水漁港漁場整備課長 漁港漁場整備課

でございます。 

 38ページをお願いいたします。 

 上流から下流まで連携した海洋ごみ等対

策の推進の①海洋ごみ対策につきまして、

現状と課題として、近年、豪雨が頻発・激

甚化し、大量の海洋ごみが漂流・漂着し、

漁業活動への影響等が生じており、今後も

懸念されます。 

 ２の今後の取組の方向性につきまして、

漁業活動に支障となる漂流ごみ等を回収・

処分し、白川の河口域では、流入ごみ対策

としてフェンスを設置いたします。また、

海岸の漂着ごみにつきましても、各海岸管

理者により回収・処分いたします。 

 39ページは、令和５年度の実績と令和６

年度の予定になりますが、①の漂流ごみに

つきましては、令和５年度は漂流ごみ等の

回収・処分や白川河口域に漂流物フェンス

を設置してございます。令和６年度も同様

に取り組んでいく予定です。 

 ②の海岸の漂着ごみにつきまして、令和

５年度は各海岸管理者で回収・処分等を実

施いたしました。令和６年度も、関係機関
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で連携し、回収・処分に取り組んでまいり

ます。 

 漁港漁場整備課は以上でございます。 

 

○鈴循環社会推進課長 40ページをお願い

いたします。 

 ②の海洋プラスチックごみ対策について

です。 

 １の現状・課題等です。 

 １つ目のポツですが、流出したごみの多

くが陸域で発生したごみであり、流れ出る

前の効果的な回収が必要となります。２つ

目として、発生源に応じた流出防止策が必

要です。３つ目として、分別回収・リサイ

クルの一層の促進が必要となります。 

 次に、２の取組の方向性です。 

 令和２年２月に学識者や市町村、関係団

体等の代表から構成された、くまもと海洋

プラスチックごみ『ゼロ』推進会議の提言

を受けて、①の回収、②の排出抑制、③の

リサイクルという３つを取組の方向性とし

て柱に置き、対策を進めています。 

 41ページをお願いいたします。 

 ３の令和５年度の実績と６年度の取組予

定です。 

 ①の陸域、海域での回収の取組について

ですが、陸域及び海域での回収強化のため、

沿岸市町が実施する海洋ごみの回収処分の

ほか、発生抑制対策の支援を行っておりま

す。令和６年度も、引き続き支援をしてま

いります。 

 ②の排出抑制の取組ですが、農業、漁業

団体と連携した啓発事業や陸から海へ流出

するごみの実態調査を実施しており、ごみ

の流出防止策の検討につなげたいと考えて

おります。 

 なお、現在、今年度実施している緑川の

調査結果を取りまとめていますが、調査結

果につきましては、昨年度実施した菊池川

とも対比しながらお示しをしたいと考えて

おります。 

 さらに、来年度は球磨川を調査予定です

が、最終的には３河川の調査を取りまとめ

た後に、各々の河川でどのような特性があ

るかを整理してまいりたいと考えておりま

す。令和６年度も、引き続き関係団体等と

連携した啓発等に取り組む予定です。 

 ③のリサイクルの取組ですが、市町村に

おけるプラスチックごみ分別回収等を支援

するとともに、リサイクル製品の認証周知

やリサイクル等に資する施設整備への支援

を行っております。令和６年度も、引き続

きプラごみ分別・回収支援等を行ってまい

ります。 

 循環社会推進課は以上です。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でござい

ます。 

 42ページをお願いします。 

 (6)諫早湾干拓事業に係る対応の①諫早

湾干拓訴訟をめぐる状況についてです。 

 １、２のこれまでの開門をめぐる司法の

動きにつきましては、５年間の排水門の開

放を命じる判決と開門差止めを命じる相反

する司法判断が示される中、昨年３月１日

に最高裁は開門を求める業者側の上告を棄

却し、これによりこれまでの相反する司法

判断が国の主張を認める非開門で統一され

ております。 

 また、昨年３月１日の最高裁の判決後、

国においては、今後は関係者が有明海の未

来を見据えた話し合いを行い、合意された

有明海再生の方策を共同で実施していくべ

きとの農林水産大臣の談話が出されていま

したが、今年２月14日に福岡、佐賀、熊本

の３県漁連・漁協は、農林水産大臣に対し、

大臣談話に賛同する旨の回答を行われてお

ります。 

 ３の今後の方向性についてですが、県と

しましては今後の状況を注視するとともに、
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有明海再生の取組が前進するよう、県漁連

などの関係団体や国と連携しながら取り組

んでまいります。 

 水産振興課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課

でございます。 

 43ページをお願いいたします。 

 有明海・八代海等の再生に向けた県計画

に関する令和６年度事業についてでござい

ます。 

 44ページをお願いいたします。 

 事業の集計表でございます。令和６年度

の事業数、令和６年度当初予算、参考で令

和５年度の事業数、令和５年度当初予算と

書いておりますけれども、一番下の計のと

ころで見ていただきますと、令和６年度の

事業件数が66件、令和５年度の事業数が67

件と、件数は変わっておりませんが、その

横の当初予算の金額について大きく変動し

ております。これにつきましては、６年度

が骨格予算の関係で、投資的経費等が骨格

予算では計上されていないという事情でご

ざいます。 

 環境立県推進課は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 以上で執行部からの説

明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 

○坂田孝志委員 20ページで、環境立県推

進課長が環境省に出向かれ説明をされたと

いうことですが、先方はどうだったんでし

ょうか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 国としても、課

題は認識していたつもりだったけれども、

今回説明を聞いて、課題や課題に対する御

意見を本当に聞かせていただいて、改めて

問題の大きさを再認識したということでご

ざいます。 

 

○坂田孝志委員 良好な干潟という見解は、

それは否定されたんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 ここについても、

非常に課題が多い干潟であるということは

十分分かりましたということでございます。 

 

○坂田孝志委員 ２ページ戻って18ページ

になりますが、この上段部の、国に主体的

な取組を求めているが、再生方策は見いだ

せておらず、その実施に至っていない。良

好な干潟を否定されたとおっしゃいますけ

れども、そのような認識があるからなかな

か進まない。調査、調査、調査の連続。具

体的なこの事柄が上がってこない。そんな

ふうに感じざるを得ないんですよね。 

 もう何十年もなりますが、ここまでくれ

ば、ある程度期限を定めて、調査の繰り返

しじゃなくて、調査に基づいてこのような

方策、手法といいますか、そういうのを見

いだしていただけるようにお話はできない

もんなんですかね。 

 

○吉澤環境立県推進課長 環境立県推進課

でございます。 

 今回、国の回答の中で、今まで十分な調

査ができてなかった部分もあるということ

で、令和８年度に向けてしっかりと八代海

で取組を進めるという回答もいただきまし

たので、今回のことで、一歩進んだ回答が

令和８年度の報告の中でもらえるようにと

考えておりますが、今委員からの御指摘も

踏まえて、そこを確実にしていただけるよ

うに、今後、強く国に求めていかなければ

ならないと思っております。 

 

○坂田孝志委員 今、令和５年度ですが、

３年後の令和８年度、これが最終的な調査
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の結果と捉えることでよろしいんでしょう

か。またそこから始まるんですか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 令和８年度が次

の報告ということですので、ここでという

ことで国に対して求めてまいるしかないと

思っております。 

 

○坂田孝志委員 いたずらに時間がかかり

過ぎだと思うんですよね。もう期限を定め

ないと。調査の連続で、どこに収束してく

れるのかと思いますがね。そこはきっちり

と、この３年間あるとするならば、そこら

辺のもう少し技術的な詰めというんでしょ

うかね、そういうのをやっていただけない

でしょうか。 

 

○吉澤環境立県推進課長 委員の御意見も

含めて、国としっかりと協議させていただ

きます。 

 

○坂田孝志委員 一番最後のページの42ペ

ージのことでお尋ねしますが、大臣談話に

賛同する旨の回答を行ったということでご

ざいまして、これはたしか基金事業を、何

年か前でしたか、国でやろうかなと。その

ことに３漁協が賛同するという旨の発言で、

それをお願いされたということですか。そ

れに対して、農水省側は、国はどう受け止

めておられるんですか。 

 

○森野水産振興課長 水産振興課でござい

ます。 

 今回の大臣談話につきましては、28年に

なりますけれども、福岡高裁での和解の中

で、国は基金の話を出されておりまして、

今回の件につきましては、昨年の３月１日

の最高裁判決後に、３月２日になりますけ

れども、大臣談話の方で、今後、関係者の

方が有明海を見据えた話し合いを行って、

合意された有明海再生の方策を共同して実

施していくべきとの考えが示されて、その

合意方策に対して国は後押しをしていきた

いと、同意がされた場合にはそういう談話

を出されておりました。 

 それに対して、今回２月14日に３県の漁

連・漁協さんが賛同する旨の回答をされて

おります。 

 農林水産大臣の談話としては、今後につ

いては、政府内の調整を開始しまして、実

現に向けて取り組んでいくということを話

されたと聞いております。 

 

○坂田孝志委員 以前にあった28年ですか、

その基金事業を復活というか、それを始め

るという内容とは異なるわけですか。 

 

○森野水産振興課長 国におかれましては、

当時の100億円の基金を基本にした上で、

今後必要な支援策について検討していくと

いうことで聞いているところです。 

 

○坂田孝志委員 前の話は、まだ継続して

いるということで捉えてよろしいんですか。 

 

○森野水産振興課長 基本的には、前回は

和解の話ということで。今回はあくまで再

生に向けた取組について、関係者の方が方

策を、取組を後押しする支援策を、これか

ら前回の基金を基本とされると思いますけ

れども、これをベースに検討されていくと

いうことで聞いているところです。 

 

○坂田孝志委員 和解の話と今度の話はま

あ違うんだと。判決が出ましたから事柄は

違うんでしょうけれども、その事業を有明

海再生に向けての事業を進める上での基金

のことは生きてるんですか。なくなったん

ですか。また改めてそれを創設するんです

か。 
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○森野水産振興課長 前回、和解の話とい

うことで、今度改めてした中で、今回の基

金をベースとした支援策について検討され

ると私たちは考えているところでございま

す。 

 

○坂田孝志委員 基金をベースとして検討

されるということで今おっしゃいました。

となりますと、水産のほうにおかれまして

も、これまでやっているいろんな方策と、

また別途といいますか、漁協の方々がおっ

しゃる内容があろうかと思いますが、それ

と歩調を合わせて一緒になって再生に向け

ての方策、あるいは事業をやっていかなき

ゃならぬと思いますので、それに対する６

年は準備にかからなきゃならぬのではない

のかなと感じますが、それに向けては、ど

う心づもりでいらっしゃるんでしょうか。 

 

○森野水産振興課長 これまで有明海の再

生に向けましては、干潟への耕うんとか、

漁場環境の改善や水産資源回復につきまし

て、有明沿岸の４県、国と連携して、協調

して取組を進めております。 

 今回、３県の漁連・漁協が、賛同された

ことで、この再生に向けた取組が加速して

いくと考えておりまして、国の今後の動き

を注視するとともに、県漁連の関係団体、

国と連携して取り組んでいきたいと考えて

おります。 

 また、具体的な取組につきましては、今

後、有明海沿岸４県、それと漁連・漁協に

おいて検討を進めていきたいと考えている

ところです。 

 

○坂田孝志委員 関係漁連としっかり意見

交換、意思の疎通を図りながら取り組んで

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○岩中伸司委員 有明海の再生は私たちも

これまでずっと関わってきたのですが、潮

流自体は、ここで諫早湾干拓事業が、最高

裁の判決で、ほぼそれで定着しているとい

うことですが。潮流自体、自然の状況が今

変わっています。昨日も大雨でびっくりす

るような状況ですので、そういう中でも、

有明海自体の潮流は順調に流れているんで

すか、潮の流れは。 

 

○森野水産振興課長 有明海の環境につき

ましては、潮流も含めて変化していると考

えておりまして、そういった中で、有明海

の再生のためには、有明海の環境の変化の

原因究明は必要と考えることには変わりあ

りません。ただ、有明海の再生は待ったな

しの課題ということで、再生に向けた取組

は進めていきたいと考えているところです。 

 

○岩中伸司委員 アサリなんかが最近全然

見かけることが少なくなっているんですが、

ただ、覆砂事業の中では非常に効果がある

という具体的な数値で今示していただきま

したけれども、そういう形でアサリなんか

は順調に回復をしていくだろうと私は希望

を持っていますが。今日ずっと報告を聞い

たんですが、タイラギは昔からあったんで

すが、この話が全然なくて。タイラギの現

状は今どうなっているんですかね。 

 

○森野水産振興課長 タイラギにつきまし

ては、熊本県では、有明海の中で荒尾以北

が大体漁場になっておりまして、４県の協

調の取組として、アサリも含めて取組を進

めているところです。委員おっしゃるよう

に、資源的には非常に厳しいところがあり

ますので、アサリを増やす放流とか、その

漁場の造成等も含めて、取組を４県連携し

て進めているところでございます。 
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○岩中伸司委員 タイラギの場合は、そう

いうアサリのように覆砂をやったりしてで

きることとはちょっと違う品種かなとも思

っているんですけれども、何とか回復する

ように、いろんな手立てをお願いしたいと

思います。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○吉永和世委員 17ページですけれども、

森林整備。先人の方々が植林して育てられ

て、今もう伐採期に入ってきていて、伐採

期に入った資源を伐って売って、いろんな

方面に活用いただいているという状況だと

思います。 

 伐って、使って、植えて、育てるという

サイクルでやっていらっしゃると思います

が、この伐った分と植栽の割合、100伐っ

た分は100％植栽しているのか。その辺の

状況はどうなっているのでしょうか。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課でござい

ます。 

 今、委員から御指摘がございました事柄

につきまして、直近、令和４年度の実績で

我々が把握しておりますのが、令和４年度

に主伐、皆伐で伐採した面積が1,934ヘク

タールです。一方、同じ年に植栽した面積

が1,048ヘクタールと承知しております。

割り算をしますと、再造林の割合が５割と

いうことで、我々はもう少しこれを引き上

げていかなければいけないと考えていると

ころです。 

 

○吉永和世委員 そういう状況を聞いたも

のですから。伐った分は、しっかりと植栽

をしていくという形でやらないと、将来を

考えたときにいい効果が出てこないのかな

と思います。森林所有者に伐ったところは

しっかりと植林をするということを徹底し

てやっていただくよう、ぜひ指導いただき

たいと思います。 

 それと、36、37ページ。兵庫県に視察に

行かれたということで、これまで栄養塩の

話をだいぶやってきたという現状がありま

すけれども、何かそれと見合ったような栄

養塩と漁獲量というのがすごく分かりやす

くつくっていただいているんですが、これ

を見て、水産関係はどう思われたのか、感

想をぜひ聞かせていただきたいなと思いま

す。 

 

○堀田水産研究センター所長 研究機関と

して、まず同席させていただきましたので、

所感ですけれども。まず、栄養塩と全窒素

ということで比較をされておりますが、瀬

戸内の取組が始まったのとちょうど同時期

で、この窒素と栄養塩の低下と漁獲量の低

下がちょうど同期しているという報告でご

ざいまして、確かにそういう状況に見える

んだなと思っております。 

 一方で、赤潮のほうも一緒に減ってきて

いるという状況で示してあったんですけれ

ども、そこについては、残念ながら本県に

おいては、まだ八代海等において直近でも

赤潮等が出ているということで、若干そこ

辺りについては、状況についてもう少し本

県との違い等を詳しく見ていく必要がある

かなとは思っております。 

 

○吉永和世委員 どっちかというと、栄養

塩と言ったら、環境のほうがいやいやみた

いな、何かそういったのがあったように感

じるんですけれども、今回環境のほうで実

際兵庫県に行かれたという、そこら辺の考

え方というのは何か変化が出てきたんです

か。 

 

○吉澤環境立県推進課長 国の動き、瀬戸
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内法の改正、そういうところで、委員から

も以前から、きれいな海なのか豊かな海な

のかというような御意見をいただいており

まして、兵庫県の中で今、新たな取組をさ

れていると。そういうところを踏まえて、

本県でも環境生活部としても考えなければ

ならないというところの思いもありまして。

今回、農林水産部と連携して調査に行かせ

ていただいて、これを参考にした取組をど

うするのか、兵庫県と熊本県とどこが違う

のか、どういう点では共通できるのか、そ

ういったところを環境生活部、農林水産部

が一緒になって今後考えていかなければな

らないと思っております。 

 

○吉永和世委員 兵庫県の取組は非常に参

考になるのかなと思って言わせていただき

ました。熊本県とは若干違う点があるとい

う話もされましたけど、これを見る限り、

美しいだけじゃ駄目だというのが、もうま

ざまざと数値で出てきているのかなと思い

ますので、そこは今答弁されましたように、

美しくて豊かな海をどうすれば再生できる

のか、つくることができるのかというとこ

ろで、環境と水産関係がしっかりと連携を

取ってやっていかないとできないというこ

とが分かるのかなと思います。ここら辺は

兵庫県ともいろんな情報交換をやりながら、

熊本県との違いも見つつ、しっかり対応し

ていただきたいなと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 もう一つ、要望としまして、栄養塩を、

要は、出すとなると、公共下水道とか、そ

ういったところが関係してくるのかなと思

うんですけれども、今もう荒尾地域とかは

やっていらっしゃる。地域によって何か判

断というか、そういった要望というか、そ

ういったことがあった場合には、県は、大

きさ的にはそれを推進するとか、支援しま

すみたいな話が確かあったと思うんですけ

ど、その考え方というのは今も同じでよろ

しいですか。 

 

○弓削下水環境課長 下水環境課でござい

ます。 

 委員おっしゃったとおり、県内の荒尾市

とか熊本市のほうで、これは季別運転とい

うんですけれども、冬場だけそういう栄養

塩類が多いような、窒素のほうを通常より

も高めに流しているところがあると。これ

は全て漁連さんからの御要望があって、そ

れに対応して、その要望があったときにこ

の季別運転をやっているというふうに各下

水道の管理者からは聞いております。 

 

○森野水産振興課長 季別運転につきまし

ては、有明海と八代海で状況が違います。

まず、有明海につきましてはノリの養殖が

ございまして、当然ノリの養殖については、

栄養塩を供給することで成長を促すという

ことで非常に効果があるものと考えており

ます。ただ、海域のそのときの状況により

まして、例えば珪藻赤潮が発生している状

況の中でそういった供給をしてしまうと、

さらに珪藻が増えていくと、そのマイナス

の効果もありますので、そういった点を注

意しながら慎重に対応するよう考えており

ます。 

 あと、八代海におきましては、水産生物

を豊かにする上では栄養塩が必要になって

きますけれども、逆に夏場の魚類養殖の赤

潮というところがございますので、そのバ

ランスが非常に重要と考えておりまして、

今回兵庫県の取組を参考にしながら、今後、

県としてどう考えていったらいいのかとい

うのを、これから検討していきたいと考え

ているところでございます。 

 

○吉永和世委員 さっきの県漁連からの話、

要望があってということだったんですけれ
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ども、県漁連を窓口として、各地域の漁業

組合がその県漁連に上げて県漁連からそう

いうお願いがあれば大丈夫と、対応すると

いう形でいいんですかね。どういう形にな

っていますか。 

 

○弓削下水環境課長 下水道管理者に対し

て、まずうちのほうで季別運転をやってい

るかということで確認させていただいて、

その契機としてどういうものがあるかとい

うことで確認させていただいたときに、漁

連さんからの要請というか、要望があって、

それを基に今始めたということで聞いてお

ります。実際要望がない年とかある年とか

というのもあったみたいですけれども、要

望がないときにはやってないとか、そうい

う動きをされています。 

 

○吉永和世委員 うちは水俣ですけれども、

水俣の漁業組合が下水道管理者に話をして

という、地域での話でいいということ、理

解でいいんですか。 

 

○弓削下水環境課長 下水環境課でござい

ます。 

 季別運転をするにしても、放流水質、環

境基準だったり、そういうものを守るとい

うのが大前提でございますので、それが根

底にあって、それを守られるという判断の

下、季別運転をされているということにな

ると思います。 

 

○吉永和世委員 それは当たり前の話であ

って、地元の漁協から下水道管理者、水俣

には水俣の下水道管理者がおりますので、

そこと話をしっかりしながら、季別運転は

やることは可能であると理解していいです

よね。 

 

○弓削下水環境課長 今までの漁連さんだ

ったり、各市町の下水道管理者とのやり取

りの中で考えますと、そういう要望があっ

てやっているということなので、それは可

能だと考えております。 

 

○吉永和世委員 分かりました。こういっ

たデータが出てきているので、やってみな

いと分からないので、ある程度ですね。そ

こら辺のよい取組というのをぜひ県も推進

していただいて、美しくて豊かな海という

部分をしっかりと再生できるように、環境

と水産のほうで連携してやっていただけれ

ばと強くお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

○山口裕委員 関連してよろしいですか。 

 37ページ、兵庫県の取組で、⑤の肥料の

海域供給試験というのがあるんですけど、

これはどういったものか、説明いただけれ

ばと思います。 

 

○吉澤環境立県推進課長 詳しくは私も十

分把握できていないんですけれども、たし

か聞いたときには、海藻とかその藻場とか

で供給する実証を始めたというような説明

だったと記憶しております。 

 

○山口裕委員 兵庫県でも、今後の取組に

つなげていく観点ということで理解してお

けばよろしいんですね。 

 

○吉澤環境立県推進課長 資料を確認しま

した。 

 藻場や沿岸の底生動物への効果試験に取

り組むということで、兵庫県でもこれから

今後検討ということのようです。 

 

○山口裕委員 先ほど森野課長から説明が

あって、今回、熊本でも令和６年から赤潮

抑制に珪藻プランクトンを散布して技術開
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発をやってみようじゃないかということで

すけれども、様々なバランスも見ながら、

これ、開発が大変だろうなと思います。先

ほど吉永委員がおっしゃったように、チャ

レンジすることが重要だと思うので、まず

は海域での試験になるのか、施設での試験

になるのか定かには分かりませんが、この

辺りは一度取り組んでいただいて、珪藻プ

ランクトンがあっても、この前はそれ以外

のプランクトンも繁茂しましたし、チャレ

ンジしていただくのは、海域環境に負荷が

かからない程度にやっていただければなと

思います。よろしくお願いします。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○山口裕委員 大丈夫です。 

 

○岩下栄一委員 河川の水質の問題ですけ

れども、熊本、特に都市圏には都市型の水

路というか、河川が、都市小河川というん

ですかね。例えば、そこの健軍川とか、藻

器堀川とか、大井手川とかいろいろありま

すけれども、この辺りに生活雑排水が流れ

込んでいるという話もあります。そうした

都市小河川の水質の問題について何か対応

しているんですかね。 

 

○村岡環境保全課長 環境保全課でござい

ます。 

 今、委員おっしゃられた小河川において

も幾つかの環境基準点が設けられておりま

して、そういう生活雑排水による影響、有

機性汚濁ですけど、これに関しては環境基

準をクリアしているということは毎年確認

されております。 

 

○岩下栄一委員 そうですか。いずれにし

ても、海洋の汚染にしても、例えば、白川

や坪井川なんかの汚染にしても、その上流

の汚染がもとになっているとすれば、ぜひ

都市小河川の管理を徹底してほしいなと思

います。 

 また、雨が降るとものすごい水量でごみ

を流してしまうけど、そこの健軍川なんて

昨日もびっくりしました。濁流になって流

れていたけど、ごみやら、し尿やら、生活

雑排水が全部流されて海に行くかと思うと

ぞっとしましたけどね。よろしくお願いし

ます。 

 もう一つは、31ページ、ノリの養殖に伴

う酸処理剤ですけれども、これはいまだに

使用されているわけですか。 

 

○森野水産振興課長 ノリの酸処理剤につ

きましては、有機酸ということで、食品と

しても問題ないものを使って、ノリの養殖

管理の健全な育成をさせていくために、そ

ういった養殖管理としては必要なものとし

て今現在も使われているということです。 

 

○岩下栄一委員 そうですか。というのが、

小島、中島か、向こうの方面で、用水なん

かが何か酸処理剤で真っ赤に染まって木の

皮みたいな川が流れていて、これは何です

かと聞いたんですけれども、これは酸処理

剤ですたいと言われたんですよ。見るから

に環境的によくないなという感じはしまし

たけど、問題はないんですか。 

 

○森野水産振興課長 酸処理剤につきまし

ては、ノリの養殖の漁場の方で使われまし

て、船で持っていって、港に帰ったらちゃ

んと回収するという形で管理をされている

と。 

 ただ、今お話ありました河川が赤くなる

というものについては、ノリを陸上で加工

するんですけれども、そのときの前処理の

中で切ったりとかする中で排水する。それ

がそのままになると赤くノリの色が着色す
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ると。そういったことがないように、ちゃ

んと処理をした上で排水するよう指導をし

ているところでございます。 

 

○岩下栄一委員 熊本は日本一のノリを生

産しているから、ぜひそうした環境と共存

して立派なノリをつくってほしいなと思っ

ております。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 

 

○岩下栄一委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに。 

 

○末松直洋委員 ８ページの海域環境への

負荷の削減で、農薬・化学肥料の使用量の

削減とありますが、主に水稲の一発肥料と

いう、コーティングをしてある肥料がある

と思うんですけど。以前質問したときは、

プラスチックコーティングしてあるので、

自然に分解していくという話だったんです

が、いや、実は、やはりプラスチックなの

で、最終的に残って、大雨のとき川に流れ

て、それが海に流れていって、ちょうど魚

が食べやすいような大きさのプラスチック

が残るんですけど、その一発肥料が、今後

プラスチックコーティングをしないような

方向で今後進められていくということであ

りますが、どのような計画になっているの

か、そこをお聞きしたいと思います。 

 

○髙野農業技術課長 農業技術課でござい

ます。 

 委員御指摘の被覆肥料につきましては、

プラスチックコーティングにより、肥料の

溶出をコントロールしまして、長期間にわ

たって肥料効果が期待できるものとして幅

広く利用されております。 

 この被覆材につきましては、プラスチッ

クではございますけれども、光分解性とい

うことで、一定に小さくなりますと分解も

進みやすいということで、これまで使われ

てきております肥料よりも被覆材が薄くて

壊れやすいものが今開発されて、農協の耕

種基準にも入ってきております。 

 また、それ以上に、この被覆材としまし

て、プラスチックではなく生分解性素材、

もともと自然界に存在するものからつくる

ような生分解性素材を利用するということ

も今研究されておりまして、全農とか業界

団体では、2030年までにプラスチックを使

用した被覆肥料に頼らない農業を実現する

という方針を発表し、それに向けて取り組

んでおられると伺っております。 

 以上です。 

 

○末松直洋委員 私も田んぼをつくってお

るので、田植え前の代かきをするときに、

やはり前年、その前々年、何年も前の多分

被覆資材の被覆材、プラスチックが田んぼ

の角に残っている。それが大雨のときに畔

を越して川に流れて、海に流れていって多

分魚が食べて、食物連鎖になって、最終的

には私たちの人間の体にも入っていく可能

性があるので、ここは早めに、そういった

プラスチック資材を、被覆資材を使わない

ような肥料に代えていかないと、海の環境

がすごく悪くなっていくと思いますので、

ぜひ早めに取り組んでいただくよう要望し

ます。 

 

○緒方勇二委員長 要望ですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ないようであれば……。 

 

○荒川知章委員 33ページの③の赤潮情報

ネットワーク体制の整備のところで、被害

低減に向けた養殖業者主体の取組とありま

すけど、これは粘土等の散布とかを指して
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いるんですか。 

 

○森野水産振興課長 この赤潮の情報ネッ

トワークにつきましては、とにかく赤潮は

早期発見、早期対応が必要ということで、

これまでも取組を進めておりましたけれど

も、昨年のその被害を受けまして、昨年か

ら八代海で、15グループの活動も含めて、

より綿密な早期の発見できるような体制で

それを情報共有する。そして速やかに対策

を打っていくという取組の構築に向けて進

めているところでございます。 

 あわせまして、実際これまでの粘土だけ

ではなく、新たにどういった形で被害を抑

制できるかという開発を国とか大学と連携

した中で取組を進めているところです。 

 

○荒川知章委員 ありがとうございます。 

 このページにトサカノリ養殖とあります

けど、これは八代海でできるんですか。 

 

○森野水産振興課長 トサカノリは天然で、

例えば天草の五和町の方で、天然のトサカ、

刺身の横についた赤い海藻がありますけれ

ども、あれは天然の増殖の取組をやってい

ましたけれども、今回、八代海側の方でも、

養殖という形でその技術を、その取組を進

めていきたいということで、今現地で取組

の指導なり助言をしながらやっているとこ

ろです。 

 

○荒川知章委員 分かりました。ありがと

うございます。今後に期待ということです

ね。 

 あと一点だけ。令和２年７月豪雨からの

土砂が堆積したかどうかという調査をして

いただいていると思うんですけど、結果と

いうのは現時点で何か分かっているんです

か。 

 

○堀田水産研究センター所長 水研センタ

ーでございます。 

 これは昨年度だったと思いますけれども、

一応水研センターのほうで、地元漁協さん

と調査日程も調整しまして、操業に支障が

なくて、組合長さんも立ち会う状況で、海

底調査をですね、底質の調査をやっており

ます。 

 結果は、ずっと泥の状態なんですけれど

も、ただ、過去に同じような調査がないの

で、要は既存の海図のほうに底質の記載が

ありまして、それとの比較を一応やらせて

いただいております。 

 漁協さんにも説明したんですが、それか

ら見ると、もともとが泥というような記載

なので、成分的には同じような泥の堆積と

いうところで変わってないのではないかと

いうことを一応お返ししたというところで

ございます。 

 

○荒川知章委員 今、魚が取れないという

のは、土砂が堆積したのとは直接関係ある

かどうかは、まだはっきりそこは分からな

いということですね。 

 

○堀田水産研究センター所長 漁協さんか

らは、今度の豪雨で新たに土砂が堆積した

のではないかというようなことではあった

んですけれども、なかなかその過去との比

較ができないので、まずは現状どうかとい

うのを見てみましょうということで、漁協

さんとはすり合わせをさせていただきまし

た。それで先ほど説明したような結果だっ

たということでございます。 

 

○荒川知章委員 分かりました。ありがと

うございます。 

 

○緒方勇二委員長 よろしいですか。 
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○荒川知章委員 はい。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑はありませ

んか。 

 なければ質疑を終了いたします。 

 次に、2050年県内ＣＯ₂排出実質ゼロに

向けた取組に関する件について説明をお願

いいたします。 

 

○坂田孝志委員 ３も一緒にようなかです

か、続けて。 

 

○緒方勇二委員長 ３もですか、再エネま

ででしょう。はい、はい。 

 まずは、吉澤環境立県推進課長。 

 

○吉澤環境立県推進課長 資料２の１ペー

ジ、２ページをお願いいたします。 

 地球温暖化の現状についてです。ポイン

トを絞って説明させていただきます。 

 まず、２ページの地球温暖化対策の主な

動きについてですけれども、一番上の世界

の動きの中で、１点だけ御報告させていた

だきます。 

 世界の動きの枠に括弧で囲んでおります。

昨年の11月、12月にＣＯＰ28がＵＡＥのド

バイで開催され、化石燃料からの脱却の加

速化と、これは産油国での開催でしたけれ

ども、化石燃料からの脱却の加速化、また、

2030年までに再生可能エネルギーを現状の

３倍にするということが合意されました。

これ以降の日本の動き等についての追加の

説明はございません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 県の環境基本計画の内容でございます。

温室効果ガスの削減の目標を定め、４つの

戦略を基に取組を進めております。 

 目標については、オレンジの枠囲みのよ

うに、2030年度に国が高みに挑戦するとし

ている50％削減を目指し、下に書いており

ます2050年にＣＯ₂排出実質ゼロに向けて

取組を進めております。 

 ４つの戦略については、４ページをお願

いいたします。 

 右側に４つの戦略、左側にイメージ図を

記載させていただいております。 

 まず、戦略１でございます。 

 省エネルギーの推進としまして、エネル

ギーの使用量自体を削減してまいります。

左のイメージ図の①省エネの部分、青の電

気、赤の化石燃料ともに、エネルギー使用

量を削減します。 

 次に、戦略の２エネルギーシフトです。 

 化石燃料から、使用時にＣＯ₂を排出し

ない電気や水素、また、バイオ燃料と言わ

れるメタンやアンモニア、高純度バイオデ

ィーゼル燃料への転換を推進します。 

 左のイメージ図では、化石燃料を②の電

化するとともに、②の脱化石燃料化によっ

て化石燃料の使用を削減します。 

 次に、戦略の３です。 

 電気のＣＯ₂ゼロ化です。電化を徹底し

た上で、再生可能エネルギー等の導入によ

って発電時のＣＯ₂排出をゼロに近づけて

いただきます。 

 左のイメージ図の③の電気のＣＯ₂ゼロ

化でございます。 

 最後に、戦略４その他のＣＯ₂実質ゼロ

化です。 

 左のイメージ図の４の部分ですけれども、

どうしても残るＣＯ₂を森林吸収量の確保

やＣＯ₂の吸収や固定といった方法によっ

て実質ゼロにするというものです。 

 ５ページをお願いいたします。 

 2021年度の熊本県の温室効果ガスの排出

量の取りまとめができましたので、御報告

させていただきます。 

 左下の①の図のとおり、2021年度の県全

体のエネルギー使用量は、新型コロナ感染

症の影響と省エネ家電の普及等によって、
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2013年度以降、最少で11.6％の削減となっ

ております。 

 右側の②のグラフになりますけれども、

県全体の温室効果ガスの排出量につきまし

ては、エネルギーの使用量に加えて、グラ

フの中の右上に排出係数減少と書いており

ますけれども、エネルギーの削減に加え、

この排出係数、電力会社の発電時のＣＯ₂

の排出割合になりますけれども、これが火

力発電の使用がこの年度は少なかったとい

うことで減少しましたので、2013年以降最

少で、温室効果ガス削減が30.9％の削減と

いうことになっております。 

 参考までに、全国の値ですけれども、全

国の数字は16.9％の削減の状況でございま

す。 

 ６ページをお願いいたします。 

 部門別の温室効果ガスの排出量について

です。 

 熊本県の部門別の温室効果ガスの排出量

ですけれども、左の折れ線グラフを御覧い

ただけますでしょうか。 

 家庭部門、業務部門、産業部門、運輸部

門の順に、2013年度に比べ、排出削減が進

んでおります。特に、グラフの下のほうの

黄色い家庭部門、グレーの業務部門の削減

が50％を超えておりますけれども、両部門

とも電化が進んでおり、電気の割合が多い

ため、排出量の削減も大きくなっておりま

す。 

 特に、家庭部門の減少が前年度に比べて

顕著になっております。前年度、2020年度

に上がっておりましたが、これは、いわゆ

る巣ごもりで家庭の滞在時間が長くなり、

エネルギーの使用量が増えておったと。そ

れが外出自粛の緩和の影響で黄色の家庭部

門の削減がより進んだと。 

 一方で、オレンジの運輸部門は自粛が緩

和されましたので、逆に増加しておるとい

うような状況でございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 説明する項目と関係課を示しております

けれども、個々の説明については、時間の

関係もありますので省略させていただきま

す。 

 ９ページをお願いいたします。 

 温室効果ガスの排出削減に向けた部門別

の取組の家庭部門でございます。 

 課題・取組の方向性でございますけれど

も、右の図を御覧いただけますでしょうか。 

 基準年度、2013年度に比べ56.8％削減し

ております。黄色に書いておりますが、削

減目標が47％以上削減ということになって

おりますので、目標は達成した形になって

おります。 

 しかしながら、エネルギーの使用量です

けれども、これは左側の本文に書いており

ますが、使用量自体は25％の削減となって

おりますので、今の削減というのは、電力

会社の排出係数が下がったというところに

よる影響が非常に大きく、また、今後エネ

ルギーのさらなる削減という取組が必要か

と思っております。 

 また、エネルギーの使用量の８割が電気

と２番目の丸で書いておりますけれども、

さらなる排出削減に向けては、省エネルギ

ーや再生可能エネルギーの導入といった、

今後また一歩踏み込んだ対策が必要と考え

ております。そのため、矢印で書いており

ますけれども、食品ロスの削減や住宅の省

エネルギー性能の向上、再生可能エネルギ

ーの導入に取り組んでいただく必要がある

と思っております。 

 下の黒丸ですけれども、県民のゼロカー

ボン行動の実践・定着につながるよう普及

啓発の強化が必要だと考えております。 

 一番下の矢印のとおり、より多くの県民

の方々に伝わるよう、市町村や関係企業、

例えば工務店やホームセンターなどと連携

して普及啓発に取り組みたいと考えており
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ます。 

 10ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定です。ここも

ポイントを絞って御説明させていただきま

す。 

 まず、食品ロスの削減推進事業です。 

 消費者教育のほか、四つ葉のクローバー

運動、具体的には、括弧に書いております

手前から取ってくださいというてまえどり、

食べ残しをやめようという食べ切り運動、

余った食べ物はほかの人に譲ろうというフ

ードドライブ、食ロスチェックなどに取り

組んでおります。 

 次に、２番目の二重丸ですけれども、住

宅・建物の省エネ性能向上に向けた取組で

ございます。 

 住宅の断熱リフォームの効果を見える化

した冊子を現在作成しております。冊子の

イメージについては、次の11ページ、12ペ

ージに載せさせていただいております。 

 12ページに、まだこれはイメージの段階

ですけれども、熱の出入りが大きい場所は

どこだということを示して、効果的なリフ

ォーム方法や、次の右側のほうには概算の

事業費なども情報を提供して、リフォーム

の関係を進めたいと思っております。 

 こういった冊子をつくりまして、リフォ

ームを検討して、関連イベントにかかわっ

た県民の方々だったり、市町村の耐震、省

エネ補助とかと連携するなど、住まいのゼ

ロカーボンを促してまいりたいと考えてお

ります。 

 10ページに戻っていただきまして、10ペ

ージの一番下、県民ゼロカーボン行動促進

事業についてでございます。家庭で実践し

ていただきたい行動やＣＯ₂削減効果、メリ

ットを見える化したセロカーボン行動ブッ

クを活用した環境教育と講演等を今実施し

ております。 

 令和６年度につきましては、これを継続

するとともに、委員会からも、より県民に

伝わるように工夫をという御意見もいただ

いておりますので、マスメディアの活用や、

市町村や関係企業、工務店やホームセンタ

ーなどと連携した普及啓発など、より県民

にお伝えできるように取り組んで、ゼロカ

ーボン行動の実践・定着を促してまいりた

いと考えております。 

 13ページをお願いいたします。 

 産業・業務部門についてでございます。 

 現状・課題としましては、右側のグラフ

を御覧いただけますでしょうか。 

 上の産業部門は、赤字のとおり2013年度

から25％削減で、2030年度削減目標の35％

以上にはまだ届かない状況でございます。

下の業務部門、これはサービス業等でござ

いますけれども、家庭部門と同様に電化が

進んでおりますので、2013年度に比べ約50

％削減と、削減目標の57％以上に向け順調

に削減が進んできております。 

 この両部門で県内の排出量の約５割を占

めておりますので、今後さらに省エネルギ

ーやエネルギーシフト、再生可能エネルギ

ーの導入等をお願いしていく必要があると

考えております。 

 また、下から２番目の黒丸ですけれども、

国際的な企業では、原材料の調達、製造、

販売に至るサプライチェーン全体で温室効

果ガス排出ゼロを求める動きが加速化して

いると聞いております。 

 一方で、半導体関連産業の集積によって、

今後県内の排出量の増加も懸念されるとこ

ろであります。そのため、国際的な動きも

踏まえながら、県内企業や国、金融機関、

電力会社等と連携して、ＣＯ₂排出削減に

向けた検討や課題解決等に取り組んでいき

たいと考えております。 

 14ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定についてです。 

 上から２番目の星印ですけれども、事業
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活動温暖化対策計画書に基づく排出削減に

ついてでございます。 

 右の計画書制度イメージ図を御覧いただ

けますでしょうか。 

 ①で計画書を事業者の方に作成いただく

段階で、事業者の方々自ら排出源となる設

備やその設備の更新時期といった課題を把

握していただきたいと。②の改修検討とし

ておりますけれども、そういった、どこか

ら排出しているかとかが分かった時点で、

その施設を石油ボイラーからヒートポンプ

式など省エネの設備の転換を促し、設備の

更新時期等に確実に省エネ設備に更新して

いただくよう促すという制度でございます。 

 また、イメージ図の右側のピンク色の部

分ですけれども、計画書等を活用して、事

業者が金融機関や電力会社等の支援機関に

相談し、財政的や技術的課題を解決すると

いうサポートが受けられるように制度の周

知を徹底してまいりたいと考えております。 

 また、国の補正予算等で、ヒートポンプ

等への国庫補助が今回充実されております

ので、併せて、こういった周知も行ってま

いりたいと思っております。 

 次の星印ですけれども、くまもとゼロカ

ーボン資金による設備資金等については、

省エネ、再エネ設備の導入に対する中小企

業への融資でございます。 

 最後の中小企業の再エネ導入につきまし

ては、議題３、連続して説明することにな

りますけれども、３のほうで詳しく説明さ

せていただきます。 

 15ページをお願いいたします。 

 運輸部門についてです。 

 現状と取組の方向性ですけれども、右の

グラフを御覧いただけますでしょうか。 

 運輸部門の温室効果ガスの排出量につい

て、黄色の削減目標は27％以上としており

ますけれども、21年度の実績では2.3％の

削減と取組が進んでおりません。運輸部門

の排出量のうち約９割がガソリン、軽油等

によるものでございますので、下に丸で書

いておりますように、エコドライブや公共

交通機関や自転車への転換、渋滞対策やア

クセス鉄道に向けた取組、電気自動車等の

次世代自動車への転換、ＣＯ₂が増加しな

い水素やカーボンニュートラル燃料の利用、

活用といったことに力を入れる必要がある

と考えております。 

 16ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び予定でございます。 

 ２番目の菊池南部の渋滞緩和対策につい

てですけれども、令和５年度は、セミコン

テクノパーク周辺での通勤バスの渋滞緩和

の効果等に対する実証実験を行いました。

令和６年度につきましては、骨格予算のた

め記載はございません。 

 続きまして、下から２番目の四角になり

ますけれども、中山間地域における電動マ

イクロバスの実証事業でございます。 

 熊本大学が環境省から受託し、球磨村で

電動マイクロバスをスクールバスとして活

用する２年間の実証事業を行っておりまし

た。今後、実証事業の成果を県内市町村、

学校等に周知して、電動バスの導入に向け

た検討を促してまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

○鈴循環社会推進課長 循環社会推進課で

ございます。 

 17ページをお願いいたします 

 温室効果ガス排出削減に向けた取組のう

ち、廃棄物部門についてです。 

 １の課題・取組の方向性につきまして、

１つ目の丸ですが、2021年度の廃棄物部門

の温室効果ガス排出量は約107万トンで県

全体の10.8％の状況です。 

 基準年度より増加しているのは、エアコ

ン等の冷媒として使用される代替フロンに
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よるものですが、２つ目の丸にありますよ

うに、近年、法改正等が行われ、生産量、

消費量は減少が見込まれております。今後

は、使用済みの機器や製品から代替フロン

の回収を徹底していくことが必要であり、

フロンの回収の推進と回収指導を行ってま

いります。 

 また、３つ目の丸にありますように、資

源をリサイクルすることで廃棄物を削減し、

二酸化炭素の削減を進めることが必要です。

このため、リサイクル製品の認証や周知、

リサイクルに関する施設整備への補助、ま

た、プラスチックごみのリサイクルに向け、

市町村による分別回収等への取組支援など

を挙げております。 

 18ページをお願いいたします。 

 ２の令和５年度の実績と６年度の取組予

定です。 

 一番上、フロン類対策事業として、フロ

ン回収に係る制度の周知やフロン回収業者

への指導を行っています。令和６年度も引

き続き行います。 

 また、２番目ですが、リサイクル製品等

の利用促進を図る事業を行っています。令

和６年度も引き続き行います。 

 さらに、一番下ですが、プラごみの分別

回収の拡充等が進むよう市町村へ支援を行

ってまいります。令和６年度も引き続き市

町村への支援を行います。 

 廃棄物部門の取組は以上でございます。 

 

○宮脇森林整備課長 森林整備課です。 

 19ページをお願いします。 

 ②ＣＯ₂吸収源対策の推進、森林吸収源

対策についてです。 

 １の課題・取組の方向性についてですが、

本県の森林は高齢化が進んでおり、森林に

よるＣＯ₂吸収量は、今後長期的に減少傾

向で推移していく見込みです。 

 右側の図は、森林や木材によるＣＯ₂の

吸収、固定、排出削減のトータル効果を示

したイメージ図です。 

 図の左端から右側に向けて年数が進むほ

ど黄緑色の部分、すなわち森林によるＣＯ₂

の吸収・固定量が増加します。仮にこの森

林をそのまま保全、すなわち伐採、再造林

や木材利用をしなかった場合には、将来的

に吸収・固定量は頭打ちとなり、オレンジ

色の点線の吸収・固定効果にとどまります。 

 一方、森林を木材として利用できる段階

まで育て、図中の主伐・再造林１回目のと

ころで伐採を行いますと、一旦黄緑色の部

分はなくなってしまいますが、再造林によ

り、再び黄緑色の面積が増えていきます。 

 また、伐採で得られた木材を建築物等の

長命な木材製品や紙などの短命な木材製品

として活用することで、図の黄緑色の部分

の上の薄い黄色や薄い茶色の部分に相当す

る炭素の固定効果が得られます。 

 さらには、鉄などの代替資材として木材

を使うことや、バイオマスエネルギーとし

て化石燃料を代替することなどにより、図

の黄土色や濃い茶色部分に相当するＣＯ₂

の排出削減効果も得ることができ、森林の

循環利用を繰り返すことによって、最終的

にはオレンジの点線部分よりも大きい効果

を得ることができます。 

 このようなことから、左側の矢印部分に

ありますとおり、森林によるＣＯ₂吸収源

対策として、切って、使って、植えて、育

てるという森林資源の循環利用を推進して

いく必要があり、本県としては、①適切な

間伐や伐採後の再造林の推進、②企業や法

人等が行う森づくり活動に対するＣＯ₂吸

収量の認証、③県産木材の利用拡大による

ＣＯ₂固定の促進、④カーボン・オフセッ

トの普及といった取組を進めています。 

 右下は、参考としまして、森林や木材に

よるＣＯ₂の吸収固定効果の具体的なイメ

ージを掲載しております。 
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①のとおり、熊本県内の森林によるＣＯ₂

吸収量は年間約76万ＣＯ₂トンと試算され、

これは、県内の総世帯数の約３割に当たる

約20万世帯が１年間に排出するＣＯ₂量に

相当します。 

 また、②のとおり、木造住宅１棟当たり

に使用される木材によりますＣＯ₂固定量

は約14.6ＣＯ₂トンと試算されます。仮に、

この木材を全て海外から輸入した場合、輸

送に伴い約5.3トンのＣＯ₂を排出しますが、

県産材で建てた場合は約0.06トンに抑えら

れ、県産材を活用した木造住宅を建築する

ことは、ＣＯ₂の固定・排出抑制に貢献し

ます。 

 20ページをお願いします。 

 ２の令和５年度の主な取組実績及び令和

６年度の取組予定です。 

 森林環境保全整備事業につきましては、

令和５年度は、国庫補助金等を活用して森

林所有者等が行う植栽、間伐等への助成を

行い、植栽を約1,000ヘクタール、間伐を

約2,700ヘクタール実施しました。令和６

年度は引き続き、再造林対策の強化を図る

他事業と組み合わせて、森林整備を実施し

てまいります。 

 県民の未来につなぐ森づくり事業につき

ましては、令和５年度は、水とみどりの森

づくり税を活用し、森づくり活動に対する

助成を延べ47団体に実施しました。 

 また、企業等による森づくり活動につき

まして、14団体に対し、587ＣＯ₂トンの森

林吸収量の認証を行いました。令和６年度

も同様の取組を推進します。 

 くまもとの木を生かす木造住宅等推進事

業につきましては、令和５年度は、木造住

宅等を建築する工務店への県産木材提供を

84件行っております。 

 森林吸収量クレジット化推進事業につき

ましては、令和５年度はJ－クレジットの

プロジェクト登録支援を７者に、また、ク

レジットの認証支援を５者に対して行って

おり、令和６年度も継続案件も含め、引き

続き事業者への支援を実施してまいります。 

 森林整備課は以上です。 

 

○吉澤環境立県推進課長 21ページをお願

いいたします。 

 広域連携や県民運動の推進についてでご

ざいます。 

 現状・課題でございますけれども、右の

グラフを御覧ください。 

 上のオレンジが2020年、下の青が2015年

の県民アンケートの結果です。上のほうが

伸びておりますので、一定程度県民の取組

が進んでおるのかなとは思っております。 

２番目の黒丸でございますけれども、県内

市町村では、令和５年度末までに市町村自

体の脱炭素に向けた計画は全45団体、市町

村の地域での脱炭素に向けた計画、これは

32団体が策定完了予定となっております。

一定の取組はできておりますけれども、今

後さらに、県民や事業者、団体、行政と連

携して、ホップからステップ、ジャンプと

さらなる取組を推進するといった必要がご

ざいます。 

 最後の矢印でございますけれども、廃食

油からつくられる軽油代替燃料である高純

度ＢＤＦなど、カーボンニュートラル燃料

の理解と活用についても促進してまいりま

す。 

 次の22ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。 

 家庭部門と一部重複しますけれども、最

初の星印ですけれども、ゼロカーボン行動

促進については、くまもとゼロカーボン行

動ブックを活用し、環境教育や大学、団体

等での講演を行うなど、家庭でのゼロカー

ボン行動を促進しています。 

 令和６年度はこれらを、先ほど申し上げ

たように、より県民の方々に身近なところ
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で啓発できるようにといったことに取り組

み、ゼロカーボン行動の実践・定着を促し

てまいりたいと思っております。 

 ２番目の星印でございます。 

 県内市町村に対する支援につきましては、

市町村向けの説明会、国とも連携した研修

会の開催や個別対応により、市町村におけ

る計画策定の支援などをしております。 

 最後の四角ですけれども、くまもとのＢ

ＤＦの普及啓発について、令和５年度は、

１つ目のポツですけれども、嘉島町と連携

して、廃食油を市町村の資源ごみとともに

回収するといった実証事業を実施しており

ます。 

 ２番目、３番目のポツは県の取組で、県

職員向けの廃食油へのキャンペーンや県の

機関でのＢＤＦの活用をさせていただいて

おります。 

 ４つ目のポツですけれども、重機等を利

用する事業者に対してＢＤＦの利用をお願

いするため、高純度ＢＤＦの品質、安全性

等に関する普及啓発を行っております。 

 また、これらの事業も、令和６年度も引

き続き取り組んでまいります。 

 23ページをお願いいたします。 

 県の事務・事業にかかる温室効果ガス排

出削減についてです。 

 県の事務・事業における温室効果ガスの

排出量は、右図のとおり、削減目標60％以

上に対して47.9％削減と、2013年度以降最

少とはなっております。しかしながら、オ

レンジの折れ線グラフ、エネルギーの消費

量自体は8.1％しか削減できていないとい

う状況もございますので、今後さらに取組

の徹底が必要かと思っております。 

 そのため、中段から記載しております全

国知事会の宣言等も踏まえ、県有施設への

再生可能エネルギーや電動車の導入、設備

更新時の省エネ、燃料転換を推進するとと

もに、高純度バイオディーゼルを活用する

など、まず県が率先して脱炭素化に取り組

んでまいりたいと考えております。 

 24ページをお願いいたします。 

 主な取組実績及び取組予定でございます。 

 県庁へのＬＥＤ導入でございます。 

 令和４年度、５年度で県庁舎本館にＬＥ

Ｄ照明を導入し、令和６年度は阿蘇総合庁

舎等への導入を予定しております。 

 次に、ＺＥＢ改修の実施ですけれども、

ＺＥＢは、下の点線で囲んでおりますけれ

ども、高断熱化による省エネと再生可能エ

ネルギーによる創エネによってエネルギー

消費の収支をゼロとすることを目指した建

物ということでございます。 

 宇城の総合庁舎において、県有施設で初

めてＺＥＢ Ｒｅａｄｙと、これは50％削

減ということになりますけれども、ＺＥＢ 

Ｒｅａｄｙの認証を取得し、空調設備の改

修、照明やＬＥＤ改修、窓ガラスの断熱改

修等を行っております。 

 また、一番下ですけれども、県有施設の

長寿命化保全計画の策定を進めており、こ

の計画の中で、施設の現状把握及び省エネ

改修方法、例えば、空調設備更新時の高効

率空調への更新等について検討しておりま

す。 

 25ページをお願いいたします。 

 エネルギーシフトとしまして、化石燃料

から電気等への燃料転換についてです。 

 まず、公用車への電動車の導入です。 

 令和５年度の公用車の一部に電動車を導

入しました。また、ＥＶ導入が増えた場合

の既存電気設備への影響等も調査しており

ます。 

 令和６年度は、新規更新する車両は原則

ＥＶ、困難な場合はハイブリッドとなり、

全体が37台の導入に対して電動車を29台導

入する予定になっております。 

 さらに、２つ目のポツですけれども、Ｅ

Ｖ充電器を設置するとともに、民間の充電
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スポットを活用できる充電カードの必要性

について検証したいと考えております。 

 次に、空調設備等の燃料転換です。 

 地球温暖化対策に関する連携協定を締結

しております九州電力等と連携して、今後

改修を予定している空調等の電化によるＣ

Ｏ₂削減効果等を調査しております。 

 また、設備更新時の際に、化石燃料から

右のヒートポンプ方式など、燃料転換がで

きるよう取り組んでおります。 

 最後に、電気のＣＯ₂ゼロ化として、再

生可能エネルギーの導入等についてでござ

います。 

 令和５年度は初期投資ゼロモデル、具体

的には、県の土地を、駐車場等を民間事業

者に貸付け、事業者が再生可能エネルギー

設備を設置し、県は電気代で支払うという

モデルでございますけれども、このモデル

を活用して、八代、芦北、球磨の３振興局

に再生可能エネルギー設備を導入すること

としております。 

 なお、議員駐車場にも、屋根置き型の太

陽光設置を検討して事業者を募集しており

ましたけれども、庁舎への配線がなかなか

難しいということで、道路をまたいでとい

うところ、なかなか難しい部分がございま

して、採算が見込めないということで希望

者がございませんでした。令和６年度は県

南３局への再エネの導入を完了するととも

に、他の県有施設への導入を改めて検討し

てまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○緒方勇二委員長 続けて、資料３の再エ

ネ導入促進に関する説明をいただけますか。 

 

○岡山エネルギー政策課長 エネルギー政

策課です。 

 資料３再生可能エネルギー導入促進に関

する件をお手元にお願いします。 

 １ページをお願いします。 

 まず、第２次熊本県総合エネルギー計画

の進捗状況を説明します。 

 この計画では、2030年度の県内電力最終

消費量に対する再エネ発電量の割合を50％

にする目標を掲げまして、再エネの導入を

進めています。 

 最新のデータの2021年度の進捗状況は、

基準年度の2018年度と比較しまして、太陽

光を中心とした再エネ導入量の増加、省エ

ネの浸透により、県内電力消費量に対する

再エネ発電量の割合が5.8％増加しまして

33.7％となり、順調に再エネの導入が進ん

でいます。 

 ２ページをお願いします。 

 参考としまして、計画の分野別目標の進

捗状況を記載しています。どの目標も、お

おむね順調に目標値に向けて推移している

と考えています。 

 ３ページをお願いします。 

 再エネの導入に係る課題と取組の方向性

です。 

 先ほど説明したとおり、順調に再エネの

導入が進んでいますが、本県の再エネの導

入可能量は、本県の最終エネルギー消費量

の約1.6倍を賄える可能性がありますので、

引き続き太陽光、風力、水力、地熱等の地

域資源を活用しまして、再エネの供給を増

やしていきたいと思っております。 

 それから、再エネの供給に当たっては、

送電線の送電容量に限りがあることや災害

時の停電リスクがあることから、送電線整

備について国へ要望を行うとともに、送電

系統に過度に頼らないモデルとして、阿蘇

くまもと空港周辺地域ＲＥ100産業エリア

の創造や太陽光などの小型・自家消費型の

再エネ施設の普及拡大を図りたいと思って

おります。 

 また、再エネ施設の立地に当たっては、

環境、景観、防災に係るトラブルを防止し
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て、地域と共生する必要があるため、本年

度、当該特別委員会で公表しました太陽光

及び陸上風力発電の再エネ促進区域の設定

に関する県の基準とゾーニング図による再

エネ施設の適地誘導や、立地協定の締結推

進による再エネ施設整備における環境、景

観、防災への配慮向上を促進していきたい

と思っております。 

 ４ページをお願いします。 

 再エネ導入に係る令和５年度の主な実績

と令和６年度の取組予定です。 

 まず、再エネ先進地の創造です。 

 令和５年度の実績としては、県、益城町

等が共同提案した阿蘇くまもと空港周辺地

域ＲＥ100産業エリアの創造が、環境省の

脱炭素先行地域に選定されました。 

 このため、令和６年度から国の交付金を

活用して太陽光発電などの施設整備を開始

します。 

 また、令和６年度には、再エネの確保・

供給の中核となる地域エネルギー会社を設

立します。 

 次に、地域と共生した再エネ施設の導入

推進です。 

 令和５年度の実績としては、太陽光及び

陸上風力発電の再エネ促進区域の設定に関

する県の基準とゾーニング図を公表しまし

た。 

 また、再エネ事業者と土砂災害等の防災

対策や環境保全等に関する協定締結を進め

まして、新たに８件８か所の協定を締結し、

累計で203件233か所の協定の締結ができま

した。令和６年度は市町村が速やかに再エ

ネ促進区域を設定できるよう、県の基準や

ゾーニング図に基づき市町村を支援してい

きます。 

 また、引き続き地域と共生した再エネの

導入に向けて、再エネ事業者との協定を進

めてまいります。 

 ５ページをお願いします。 

 小型・自家消費型再エネ施設の普及促進

です。 

 令和５年度の実績としては、小型・自家

消費型再エネ施設等普及促進協議会で、令

和４年度に策定したルーフトップソーラー

導入加速化アクションプランの進捗管理と

ＺＥＨ促進アクションプランの作成を行っ

ています。それから、既存の小規模太陽光

発電施設の長期安定電源化では、発電事業

者とアグリゲーター候補者向けのアンケー

ト調査とその分析を実施しています。令和

６年度は、小型・自家消費型再エネ施設等

普及促進協議会で、ルーフトップソーラー

導入加速化アクションプランとＺＥＨ促進

アクションプランの進捗管理を行ってまい

ります。 

 次に、県内中小企業の再エネ導入の促進

です。 

 令和５年度の実績としては、中小企業が

再エネ100％利用を宣言するＲＥアクショ

ンへの参加促進のため、セミナー、交流会、

アドバイザー派遣を実施しまして、ＲＥア

クションに新たに４社が参加しました。累

計で10社となりまして、第２期の県まち・

ひと・しごと創生総合戦略のＫＰＩを達成

することができました。令和６年度も、引

き続き同様の取組を実施してまいります。 

 ６ページをお願いします。 

 水素エネルギーの普及についてです。 

 令和５年度の実績としては、水素利用の

中核となる燃料電池自動車の魅力や災害時

の非常時における機能を周知するため、本

県の燃料電池自動車による公務出張、それ

から９つのイベントでの燃料電池自動車の

展示、その展示での走る電源としてデモン

ストレーションを実施して普及を図ってい

ます。 

 また、九州・山口各県と連携しまして、

多くの水素需要が見込まれる燃料電池トラ

ックの普及や水素利活用促進等に関する国
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への要望を実施しまして、水素保安規制が

見直され、燃料電池車の車検等のユーザー

手続の負担軽減が図られました。令和６年

度は、引き続き同様の取組を実施するとと

もに、新たに水素の社会実装を通じて、早

期の水素社会の構築を目指している水素バ

リューチェーン推進協議会に加入して、水

素エネルギーの普及を図っていきます。そ

れから、県庁に設置していますスマート水

素ステーションは、耐用年数を迎えるとと

もに、メンテナンスが困難なため、撤去す

る予定です。 

 水素エネルギーの普及は、供給面でのさ

らなる低コスト化やインフラ整備などの課

題があり、なかなか進まないのが現状です

が、九州・山口一体となって実現可能な取

組を一つ一つ進めたいと考えています。 

 エネルギー政策課は以上です。 

 

○緒方勇二委員長 以上で資料２と３の説

明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 

○前田憲秀委員 説明ありがとうございま

した。 

 資料２の９ページ、吉澤課長から様々な

取組の効果を御説明いただきました。特に

家庭部門について特化してお尋ねをしよう

と思うんですけれども、ここにあるように

56.8％削減と非常に当初の目標も上回る、

数字からいくとものすごく効果が出てるよ

うなんですが、先ほども、ゼロカーボン行

動ブックでも、ホップ、ステップ、ジャン

プ、今できること、様々ありました。 

 10ページの中にも、住宅・建築物の省エ

ネとか、例えば家電製品もホワイト家電な

んていうのは全てこういうのを対象したの

になっています。だから切り替えが必要、

買い替えが必要な方は自然とそうなってい

くんだと思うんですけれども、家庭部門、

いわゆる県民一人一人が、この脱炭素に向

けて頑張ったんだという実感のあらわれは、

この56.8％には何か現れているものなんで

しょうか、そこをお尋ねしたいんですが。 

 

○吉澤環境立県推進課長 なかなか難しい

御質問ですけれども、取組ができる方につ

いては、一つずつホップからステップ、ジ

ャンプと動いていただいているという実績

もあるのかと思います。 

 ただ、なかなか取組ができてないという

方もいらっしゃるのかと思います。それは、

意識的に取組が進まれてないというのと経

済的な面、ともにあると思いますけれども、

まずは、意識的な面については、県として

も市町村等とともに後押しをしていきたい

と考えております。経済的な面については、

国の施策とかとも絡んでくると思いますけ

れども、最終的にゼロカーボンに向けた最

後、後押しをするときに何らか考えていく

のかなと思っております。 

 

○前田憲秀委員 資料の中でもありました

マイバッグ、これはもう９割を超える、こ

れが一番実感できることなんですよね。今

道の駅に行っても、ごみ袋は有料になって

いるし、意識はものすごく変わっているん

だと思います。それでこのぐらいの数字が

出ているのか、もっともっとカーボンゼロ、

ゼロですから、50年に。相当な意識啓発が

必要じゃないかなと思ってますので、そこ

は引き続きアピールをしていただきたいな

と思っております。 

 それと、委員長あと一点だけいいですか。 

 吉澤課長の説明で、最終ページ、資料２

の25ページで、議員駐車場の屋根の太陽光

を受ける人がいないという話。説明でもあ

ったように配線が厳しいということで、私

は常に言っているんですけど、例えば、エ

ネルギー政策課さんは、今日は質問しませ
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んけれども、風力もものすごい数が今後予

定されています。風力発電にしろ、太陽光

にしろ、系統連携といって新しく配送電を

設けないといけないんですよね。これは、

私は従来の考え方であると思ってまして、

例えば、議員の駐車場で太陽光発電をしま

すと、それを水素に変えれば配線の問題な

んていうのは一切ないと思うんですけど、

そこら辺まで考えるところに発信ができて

いるのかという気はするんですが、どうな

んでしょう。検討にもあったんでしょうか

ね。基本問題もあると思うんですけれども。 

 

○吉澤環境立県推進課長 議員駐車場の関

係については、まず規模が大きくないとい

うところもございまして、その関係で高コ

ストの配線をすると採算が厳しいと、そう

いう指摘でしたので、なかなか水素という

ところまで、その一歩先までというのは検

討する余地がございませんでした。申し訳

ございません。 

 

○前田憲秀委員 今後の課題として、水素

というのは、私も言い続けておりますけれ

ども、手段であって、エネルギーを安価で

確実に届けることがこれからの大事な仕組

みじゃないかと思ってます。先ほどの岡山

課長の説明では予算も増えていますので、

残念ながらステーションは撤去ということ

ですけれども、必ず再エネに関しては大事

な一役を担うものと思っていますので、し

っかり研究していただきたいと思っており

ます。 

 

○岡山エネルギー政策課長 水素について

は、今なかなか進んでないところですけれ

ども、きちんと九州一体となって、水素エ

ネルギーが利活用できるように頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 

○坂田孝志委員 今の水素ステーションを

県庁が撤去というのは、何か後退するイメ

ージが強いんじゃないかな。これはある意

味シンボル的な存在であったと思うんです

よ。ああ、県庁は水素で頑張っているんだ

なと。メンテナンスの困難さとか、設置す

る前から分かっていることだもの、それは

水素屋さんは、イワタニとかいろいろそう

いう専門家はメーカーに任せてやっていく

んだもの。むしろこっちは、あっちこっち

に水素ステーションをつくってくださいと、

それでないと、水素自動車は普及しません

よと言っているのに、その中心的、シンボ

ル的な存在を撤去するって、あんまり安易

過ぎはしませんか。 

 

○岡山エネルギー政策課長 御指摘のとお

りだと思います。この県庁のスマート水素

ステーションは、平成28年６月に設置いた

しております。当時の導入目的が、環境省

の補助を受けて実証実験として導入したも

ので、民間の商用ステーションが普及する

前段階として、ＦＣＶの普及を促進するた

めに設置したというものでございます。 

 それで、令和６年５月で耐用年数を迎え

ますとともに、最近故障も多く、かなりメ

ンテナンスもかかっておりますので、ここ

らが潮時かと思って撤去しようと思ってい

るものでございます。 

 導入した当時は、熊本県内のＦＣＶの台

数は県庁の１台でございましたが、現在で

は県内のＦＣＶの台数も39台、それから令

和３年８月には、民間のイワタニさんの商

用ステーションができておりますので、こ

ちらのほうで給油はできるかと思っており

ます。 

 それで、県庁のスマート水素ステーショ

ンは一般の開放はしておりませんでしたの

で、県民への影響はないかなと思っており
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ますので、撤去という予算を計上させてい

ただいているということです。 

 

○坂田孝志委員 民間のイワタニさんは、

今１か所だけですか。 

 

○岡山エネルギー政策課長 今県内では民

間の商用ステーションは１か所のみです。

引き続き、いろんな業者等に２か所目の水

素ステーションの整備をお願いしていると

ころでございますが、どこもいい返事はも

らえてないという状況でございます。 

 

○坂田孝志委員 モデル的に補助を活用し

て、そういうのを増やそうという努力があ

んまり見えなかったですね、はい。それが

あんまり効果が発揮できなかったですね。

そして撤去だとか、何とも情けないことで

すよ。これが県内に５～６か所も何か所も

増えたというなら、ああ、それなりの意味

をなしたんだ、ああ、それなりの役割を果

たしたんだ。撤去と。１か所できたぐらい

で、それを撤去ですって。県ももう少しど

こかに、前から言っているでしょう。県北、

県南に１か所ずつつくって、普通の民間が

使えるような、民間の人が車も買えるよう

な補助制度もあるとするなら、そうしない

と全然増えないでしょう。新たなところを

つくる考えはないんですか。ただもう撤去

して、はい、終わりですって、耐用年数過

ぎましたって。全然増えてないのに。もう

少しそこの努力をしないと、水素を広める

んだという意気込みがさらさら感じられな

いですね。情けないですよ。 

 

○岡山エネルギー政策課長 我々も２か所

目の整備に向けて、いろいろ先ほど申しま

したとおり、いろんな業者と交渉はしてい

るところなんですが、なかなかまだ水素ス

テーション１か所につき、かなりの高額な、

ガソリンスタンドと比べると５倍ぐらいの

費用がかかるものですから、なかなかいい

返事はいただけないのと、やっぱり運営費

用についても、まだ県内39台ということで、

運営が賄えるような収入が得られないとい

うことで、なかなかいい返事はもらえてお

りません。引き続き２カ所目の整備につい

ては、関係者や九州各県とも協力しまして

努力したいと思います。 

 

○坂田孝志委員 それを言ったらもう鶏と

卵の問題だもん、39台しかないだろうと。

入れるところがないから車も普及しないん

でしょう。隣の局長はどう思いますか。 

 

○内藤産業振興局長 産業振興局長です。 

 そうですね。どうしても採算性というこ

とを民間の事業者は考えるもので、エネル

ギー政策課は事業者に対して働きかけはし

ているんですけれども、城南町のステーシ

ョンにおいても、実態は大変な赤字という

ことです。ただ、あそこを運営している事

業者が、それこそシンボリックな形として

県に設けたとかいうところでございますけ

れども、２か所目は採算性で二の足を踏ん

でいらっしゃるというところです。 

 鶏と卵という御指摘は当然のことで、ス

テーションが増えれば爆発的に増えるんじ

ゃないかということもありますが、ＥＶの

ときに、実は10年前に国の補助金をいただ

いて普通充電器をたくさんつけました。そ

れで、国の補助金もありまして、ＥＶが一

気に普及はしたんですけれども、それでも

全てのＥＶステーションを、採算性は賄え

ないというところもありまして、鶏と卵の、

この需給の見極めが非常に難しいところで

はございます。 

 

○坂田孝志委員 何を言いよるかいっちょ

ん分からん。民間で補充できないところを
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公で進めるんですよ、これは。税金でやら

ないと仕方ないでしょう、それは。誰もや

ってくれないでしょう。そして、そこでリ

ードしながら民間の参画を促すことがこの

日本社会の今の形でしょう。そういうのは

やっぱりもう少し進めていかないと。片や

水素エネルギーを進めていますよ、再生可

能エネルギーを進めていますよと言いなが

ら、そういうことじゃ少し心もとないです

よ。もう少し検討を加えてほしいことを申

し上げまして、意見といたします。 

 

○緒方勇二委員長 ほかに質疑ございませ

んか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 なければ、これで質疑

を終了いたします。 

 次に、閉会中の継続審査についてお諮り

いたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、

引き続き審査をする必要があると認められ

ますので、本委員会を次期定例会まで継続

する旨、会議規則第82条の規定に基づき、

議長に申し出ることとしてよろしいでしょ

うか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 異議なしと認め、その

ようにいたします。 

 その他として何かありませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり） 

○緒方勇二委員長 なければ、本日の委員

会はこれで閉会します。 

 これをもちまして第５回海の再生及び環

境対策特別委員会を閉会いたします。 

  午後０時17分閉会 

  ――――――――――――――――― 

○緒方勇二委員長 なお、執行部において、

３名の方々が本年３月末をもって退職され

ます。一言御挨拶をいただければと思いま

すが、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

  （「はい」と呼ぶ者あり) 

○緒方勇二委員長 それでは、お願いいた

します。 

   （鬼塚畜産課長、岡山エネルギー政

策課長、田川農地・担い手支援課

課長補佐の順に退任挨拶） 

○緒方勇二委員長 ありがとうございます。

お疲れさまでございました。 

 それでは、本日は本年最後の委員会であ

りますから、私からも一言御挨拶を申し上

げます。 

 昨年６月、委員長に選出いただき、この

１年間、西山副委員長の御協力を得て、本

委員会を進めてまいりました。委員の皆様

方には、終始御熱心に活発な御審議をいた

だきまして、心から感謝申し上げます。あ

りがとうございました。 

 当委員会は、有明海・八代海の環境保全、

改善及び水産資源の回復等による漁業の振

興に関する件、2050年県内ＣＯ₂排出ゼロ

に向けた取組に関する件、再生可能エネル

ギー導入促進に関する件の３件の付託調査

事件について審議を行ってまいりました。 

そして、昨年10月には、宮城県、岩手県及

び青森県に視察を実施し、審議の参考とい

たしました。 

 特別委員会においては、小原部長、そし

て千田部長をはじめ、執行部の皆様方に付

託調査事件に関するそれぞれの取組につい

て分かりやすく説明、報告をいただきまし

た。厚く御礼申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

 最後になりましたが、各委員並びに執行

部の皆様方のますますの御健勝、御活躍を

お祈りいたしまして、簡単でございますが、

お礼の御挨拶とさせていただきます。 

 １年間、本当に大変お世話になりました。

ありがとうございました。(拍手) 

 続きまして、西山副委員長から御挨拶を

お願いいたします。 
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○西山宗孝副委員長 １年間、副委員長と

して任務を果たしてまいりました。委員の

皆様、大変お世話になりました。 

 また、執行部におかれましても、懇切丁

寧にお話いただきましてありがとうござい

ました。 

 お三方、退職の方、ますます御活躍され

ますよう御祈念申し上げ、また、執行部に

おかれましては、県政発展のために、ます

ます努力していただきますようお願い申し

上げまして、挨拶といたします。 

 お世話になりました。(拍手) 

 

○緒方勇二委員長 ありがとうございまし

た。 

 本日はこれで終了いたします。 

 お疲れさまでございました。 

  午後０時23分 

 

 

 熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する 

海の再生及び環境対策特別委員会委員長 

 


